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※株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用
意はございません。
また、当日はクールビズにて対応させていただ
きますので、ご了承賜りますようお願い申し上
げます。

書面又は
インターネット等

による
議決権行使期限

2026年6月23日(火曜日)
午後5時30分 書面到着・
インターネット入力分まで
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第３号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選

任の件
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除

く。）に対する金銭報酬限度額改定の件
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役及び

社外取締役を除く。）に対する譲渡制限
付株式報酬限度額改定の件

事業報告 20
連結計算書類 43
計算書類 58
監査報告書 68
【ご参考】
株主通信 73
※書面交付請求をされた株主様には法令及び当社定
款の規定に基づき電子提供措置事項から一部を除
いた書面をご送付しております。
したがってご送付している書面の頁番号、項番、参
照頁の記載は電子提供措置事項と同一になってお
りますので、ご了承ください。
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株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り厚く
御礼申し上げます。

さて、第 82 期定時株主総会を開催いたしますので
お知らせいたします。

この「招集ご通知」には、株主総会への報告事項と
して第 82 期事業報告を記載し、また、ご決議をお願い
する５つの議案についてご説明しております。

さらに株主の皆様にご紹介したいトピックス等も掲載
しておりますので、ご高覧いただきますようお願い申し
上げます。

2025 年度の当社グループの業績は引き続き好調に
推移し、上場以来の最高益を４年連続で更新するととも
に、持続的成長の基盤を一段と強化することができま
した。

2026 年 4 月より、 新たな中 期 経営 計 画である
「Happiness2028 中期経営計画」をスタートいたしま
した。本中計では社員の「ハピネス」をキーワードに、
社員一人ひとりの幸せが原動力となる循環型成長の実
現を目指してまいります。

また令和 8 年 8 月 8 日に当社は「創立 80 周年」と
いう大きな節目を迎えます。この記念すべき年を新たな
出発点と位置づけ、次の 100 年を見据えた更なる企業
価値の向上に取組んでまいります。

なお、第 82 期の期末配当金につきましては 7 円の
増配を実施するとともに、創立 80 周年への感謝の意を
込めた記念配当 2 円を加え、1 株当たり 45 円といたし
ました。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご理
解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

株主の皆様へ

「信・愛・和」
信は、「社員と社会に信用・信頼される会社」
愛は、「社員と社会に愛される会社」

和は、「社員が協力・協調し、社会に貢献する会社」を
表します。

経営理念

クオリティの高いエンジニアリング力を通じ
社会に貢献するエクセレントカンパニーとして

サステナブルな未来を創造する

経営ビジョン

代表取締役社長兼グループCOO

1

2026年05月18日 15時39分 $FOLDER; 2ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



第82期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、当社第82期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措

置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、当社ウェブサイトにアクセスの
うえ、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト
https://www.yashimadenki.co.jp/ir/library/meeting.html

電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しております
ので、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスして、「銘柄名（会社名）」に「八洲電機」又
は「コード」に当社証券コード「3153」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類／PR情報」を順に選択のうえ、ご確認
くださいますようお願い申し上げます。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

なお、当日ご出席されない場合は、書面又はインターネット等により議決権を行使することができますので、
お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2026年６⽉23⽇（⽕曜⽇）午後５時30分までに議決権を行使
していただきますようお願い申し上げます。

敬具

（証券コード：3153）
2026年６月３日

（電⼦提供措置の開始⽇ 2026年６⽉１⽇）

株 主 各 位 東 京 都 港 区 新 橋 三 丁 目 １ 番 １ 号

代表取締役社長兼グループCOO 清 宮 茂 樹
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記
1 日 　 時 2026年6月24日（水曜日）午前10時（受付開始：午前9時）

2 場 　 所 東京都港区海岸一丁目７番１号
東京ポートシティ竹芝 オフィスタワー １階 ポートホール
※株主総会にご出席の株主様へのお⼟産のご⽤意はございません。

3 会議の目的事項 報告事項 （ 1 ）第82期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等
委員会の連結計算書類監査結果報告の件

（ 2 ）第82期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）
計算書類の内容の報告の件

決議事項 第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する⾦銭報酬

限度額改定の件
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に

対する譲渡制限付株式報酬限度額改定の件

4 �その他招集に	
あ た っ て の	
決 定 事 項

（ １ ）ご返送いただいた議決権行使書において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされ
たものとして取扱わせていただきます。

（ ２ ）議決権行使書面の郵送による方法とインターネット等による方法の双方で議決権を行使された場合
は、インターネット等による議決権行使を有効とさせていただきます。

（ ３ ）インターネット等によって複数回議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせ
ていただきます。

◎書面交付請求された株主様へご送付している書面には、法令及び当社定款の規定に基づき、下記の事項を記載しておりません。
①事業報告
「企業集団の現況に関する事項」のうち

主要な事業内容、主要な営業所、従業員の状況、主要な借入先、その他企業集団の現況に関する重要な事項
「会社の株式に関する事項」
「会社の新株予約権に関する事項」
「会社役員に関する事項」のうち

責任限定契約の内容の概要、社外役員に関する事項、その他会社役員に関する重要な事項
「会社の役員等賠償責任保険契約に関する事項」
「会計監査人の状況」
「会社の体制及び方針」

②連結計算書類
「連結貸借対照表」「連結損益計算書」「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」

③計算書類
「貸借対照表」「損益計算書」「株主資本等変動計算書」「個別注記表」

④監査報告書
「連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書」「会計監査人の監査報告書」「監査等委員会の監査報告書」

なお、監査等委員会及び会計監査⼈は、上記事項を含む監査対象書類を監査しております。
◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトにその旨、修正前及び修正後の事項

を掲載させていただきます。
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

以上
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同封の議決権行使書用紙を会
場受付にご提出ください。

同封の議決権行使書用紙に各
議案の賛否をご記入のうえ、
行使期限までに到着するよう
にご返送ください。

次頁の案内に従って各議案の
賛否をご入力ください。

議決権行使書用紙のご案内

第１・２号議案
全員賛成の場合⇒「賛」の欄に○印
全員反対の場合⇒「否」の欄に○印
一部の候補者に反対する場合
⇒「賛」の欄に○印をし、反対する候補者
の番号をご記入ください。

こちらに、各議案の賛否をご記入ください。
※議案につき賛否の表示のない場合は、賛成の意
思表示があったものとしてお取扱いいたします。

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号 ○○○○○○○○ 議決権の数 XX 個

）
線
取
切
（

○○○○○○○

××××年 ×月××日

○○○○○○○

○○○○

郵送（書面）によるご行使

第３・４・５号議案
賛成の場合⇒「賛」の欄に○印
反対の場合⇒「否」の欄に○印

議決権行使についてのご案内
下記のいずれかの方法で議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

株主総会への
出席による議決権行使 書面による議決権行使 インターネット等による

議決権行使

開催日時 行使期限 行使期限

2026年６月24日(水)
午前10時

2026年６月23日(火)
午後５時30分到着分まで

2026年６月23日(火)
午後５時30分入力分まで

【 機関投資家の皆様へ 】
管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人を含みます。）につきましては、あらかじめ申し込みされた場合に限り、
株式会社 ICJ が運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことができます。
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1.	複数回にわたり行使された場合の議決権の取扱い
● 議決権行使書面の郵送による方法とインターネット等による方法の双方で議決権を行使された場合は、インターネット等による議決権行

使を有効とさせていただきます。
● インターネット等によって複数回議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

2.	議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について
● 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金・通信料等）は株主様のご負担となります。

ご注意事項!

�議決権の行使システムなどに関する
お問合せ

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）
通話料無料  0120-173-027 受付時間 9:00～21:00

同封の議決権行使書用紙
に記載されたQRコード
を読み取る

（ＱＲコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。）

インターネット等による議決権行使のご案内

以降は画面の指示に従って議案に対する賛否をご入力ください。

議決権行使ウェブサイトに
アクセスする

1

https://evote.tr.mufg.jp/

ログインID・仮パスワードを入力
する方法

QRコードを読み取る方法
（スマートフォン・タブレット等から）

ログインする2
お手元の議決権行使書用紙の右下に記載された
「ログインID」及び「仮パスワード」を入力し、
「ログイン」をクリック

サンプル

「ログイン用QRコード」はこちら

「ログインID」
「仮パスワード」

「ログイン」を
クリック

※操作画⾯はイメージです。
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株主総会参考書類
議案及び参考事項
第１号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下本議案において同じ。）５名全員は
本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、全員再任のうえ、経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンス

の一層の強化を図るため社外取締役１名を増員し、取締役６名の選任をお願いするもの
であります。
なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、特段指摘

すべき点はございませんでした。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号 氏 名 当社における地位

1 再 任
お お た あ き お

太田 明夫 男 性 代表取締役会長 兼 CEO

2 再 任
せ い み や し げ き

清宮 茂樹 男 性 代表取締役社長 兼 グループCOO

３ 再 任
ま つ ざ き ただし

松﨑 正 男 性 取締役 兼 専務執行役員CMO
事業統括本部長

４ 再 任
お だ と み ぞ う

織田 富造 男 性 取締役 兼 常務執行役員CFO
経営統括本部長

５ 再 任
お か た に よ う す け

岡谷 洋介 男 性 取締役 兼 常務執行役員CHRO
経営統括本部 副統括本部長

６ 新 任
あ げ い し な お

上石 奈緒 社 外 独 立 女 性 ー
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１.
お お た あ き お 再 任 男 性
太 田 明 夫（1948年6月20日生） ■所有する当社株式の数 193,191株

■略歴、当社における地位・担当及び重要な兼職の状況
1971 年３月 当社入社
2001 年４月 当社執行役員 産機営業本部長
2004 年４月 当社常務執行役員
2005 年６月 当社取締役
2006 年４月 当社専務取締役
2013 年４月 当社代表取締役社長
2017 年４月 当社代表取締役会長 兼 社長
2023 年 4 月 当社代表取締役会長 兼 ＣＥＯ（現任）

選任理由
当社入社以来、一貫して営業部門に携わり、技術部門の統括責任者等の経験を経て、2013
年より当社代表取締役社長に就任、2023年3月まで会長職を兼務し経営全般をリードしてま
いりました。2023年4月からは会長兼ＣＥＯとして引き続き当社グループ全体の企業価値向
上に取組んでおり、その豊富な経営実績や幅広い人脈から、当社取締役会の適切な意思決定
及び監督機能の実効性強化が期待できると判断し、引き続き選任をお願いするものでありま
す。

２.
せ い み や し げ き 再 任 男 性
清 宮 茂 樹（1971年4月24日生） ■所有する当社株式の数 33,679株

■略歴、当社における地位・担当及び重要な兼職の状況
1993年 4 月 当社入社
2018年 9 月 八洲環境エンジニアリング㈱ 取締役を兼任
2019年 4 月 当社交通システム本部長
2020年 4 月 当社執行役員 交通システム本部長
2022年 4 月 当社上席執行役員 事業統括本部長
2023年 4 月 当社社長 兼 ＣＯＯ
2023年 6 月 当社代表取締役社長 兼 ＣＯＯ
2024年12月 当社代表取締役社長 兼 グループＣＯＯ（現任）
2025年12月 公益財団法人八洲環境技術振興財団 理事長（現任）

選任理由
当社入社以来、交通システム事業を中心とした営業部門に携わり、営業分野での豊富な経験
や幅広い人脈を有しております。2023年4月より社長兼ＣＯＯ、同年6月より当社代表取締
役に就任し2024年12月よりグループＣＯＯとして、太田氏とともに連結経営を推進し当社
グループの企業価値向上に取組んでおり、そのリーダーとしての高い資質をもって当社取締
役会の適切な意思決定及び監督機能の実効性強化が期待できると判断し、引き続き選任をお
願いするものであります。
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３.
ま つ ざ き た だ し 再 任 男 性

松 﨑 正 （1964年4月23日生） ■所有する当社株式の数 49,190株

■略歴、当社における地位・担当及び重要な兼職の状況
1987年４月 当社入社
2015年 4 月 当社プラント事業部長
2017年 4 月 当社執行役員 プラント第二事業部長
2018年 4 月 ㈱三陽プラント建設 取締役を兼任
2018年11月 ㈱西日本パワーシステム 取締役を兼任
2019年 4 月 八洲情報システム㈱ 取締役を兼任
2020年 4 月 当社上席執行役員 プラントエンジニアリングビジネスユニット長
2021年 4 月 当社常務執行役員 プラントエンジニアリングビジネスユニット長
2023年４月 当社専務執行役員 事業統括本部長 兼 交通システムビジネスユニット長
2023年４月 八洲プラント建設㈱ 取締役を兼任
2023年 6 月 ㈱中国パワーシステム 取締役を兼任（現任）
2023年 6 月 ㈱西日本パワーシステム 取締役を兼任（現任）
2024年 4 月 八洲制御システム㈱ 取締役を兼任（現任）
2025年 4 月 当社専務執行役員 ＣＭＯ 事業統括本部長
2025年 6 月 当社取締役 兼 専務執行役員 CMO 事業統括本部長（現任）

選任理由
当社入社以来、プラント事業や交通システム事業を中心とした営業部門に携わり、営業分野
において豊富な経験と幅広い人脈を有しております。2023年4月より事業統括本部長として
当社事業全般の統括に携わっている他、2025年4月からはＣＭＯとして当社グループの中長
期的な事業戦略の立案・推進等に取組んでおり、その高いリーダーとしての資質をもって当
社取締役会の適切な意思決定及び監督機能の実効性強化が期待できると判断し、引き続き選
任をお願いするものであります。
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４.
お だ と み ぞ う 再 任 男 性
織 田 富 造（1964年5月31日生） ■所有する当社株式の数 55,272株

■略歴、当社における地位・担当及び重要な兼職の状況
1987年４月 国際電気㈱入社
2015年４月 当社入社
2015年６月 ヤシマコントロールシステムズ㈱ 取締役を兼任
2015年６月 ㈱ヤシマ・エコ・システム 監査役を兼任
2017年４月 当社経営企画本部長
2017年６月 当社執行役員 経営企画本部長
2018年４月 当社上席執行役員 経営統括本部長
2018年４月 ㈱三陽プラント建設 取締役を兼任
2018年６月 ㈱中国パワーシステム 取締役を兼任
2018年１１月 ㈱西日本パワーシステム 監査役を兼任
2020年２月 当社上席執行役員 経営統括本部長 兼 財務本部長 兼 業務管理部長
2020年６月 当社取締役 兼 上席執行役員 経営統括本部長 兼 財務本部長
2021年４月 当社取締役 兼 上席執行役員 経営統括本部長
2022年４月 八洲ＥＩテクノロジー㈱ 取締役を兼任
2023年４月 当社取締役 兼 常務執行役員 経営統括本部長
2024年10月 東京キデン㈱ 監査役を兼任（現任）
2025年４月 当社取締役 兼 常務執行役員 ＣＦＯ 経営統括本部長（現任）
2026年４月 八洲制御システム㈱ 監査役を兼任（現任）
2026年４月 ㈱中国パワーシステム 監査役を兼任（現任）
2026年４月 ㈱西日本パワーシステム 監査役を兼任（現任）

選任理由
当社入社以来、経理部門・経営企画部門に携わり財務及び会計に関する豊富な業務経験と知
見を有する他、当社グループ各社の取締役を歴任し当社グループの経営全般に精通しており
ます。2025年4月からはＣＦＯとして企業価値向上のための財務基盤強化やガバナンス体制
の強化に取組んでおり、その豊富な経験と高い見識をもって当社取締役会の適切な意思決定
及び監督機能の実効性強化が期待できると判断し、引き続き選任をお願いするものでありま
す。
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５.
お か た に よ う す け 再 任 男 性

岡 谷 洋 介（1968年12月26日生） ■所有する当社株式の数 16,411株

■略歴、当社における地位・担当及び重要な兼職の状況
1991年 4 月 ㈱日立製作所入社
2017年 7 月 同社法務本部長
201８年７月 PwCコンサルティング合同会社入社

リスクコンサルティング事業部マネージングディレクター
2019年１月 当社入社
2019年 4 月 当社法務・ＣＳＲ本部長
2020年 4 月 当社執行役員 法務・ＣＳＲ本部長
2020年10月 ヤシマコントロールシステムズ㈱ 取締役を兼任
2021年 4 月 当社上席執行役員 管理統括本部長
2023年 6 月 当社取締役 兼 上席執行役員 管理統括本部長
2024年 4 月 当社取締役 兼 上席執行役員 経営統括本部副統括本部長
2025年 4 月 当社取締役 兼 常務執行役員 ＣＨＲＯ 経営統括本部副統括本部長（現任）

選任理由
㈱日立製作所において法務分野に携わった後、当社入社後は法務・CSR本部長や管理統括本
部長を歴任し、総務・人事・法務等、業務部門における幅広い分野に精通しております。
2025年4月からはCHROとして企業価値向上に向けた人財開発戦略の推進やガバナンス体制
の強化に取組んでおり、その豊富な経験と高い見識で当社取締役会の適切な意思決定及び監
督機能の実効性強化が期待できると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。
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６.
あ げ い し な お 新 任 社 外 独 立 女 性
上 石 奈 緒（1970年10月4日生） ■所有する当社株式の数 - 株

■略歴及び重要な兼職の状況
1998年４月 弁護士登録
2007年１月 巻之内・上石法律事務所（現・巻之内法律事務所）パートナー弁護士
2015年６月 ㈱日本ケアサプライ 監査役（現任）
2019年３月 四季の法律事務所 開設 弁護士（現任）

社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割
上石 奈緒氏は、弁護士として企業法務全般に精通していることから、その専門的な知見及
び経験を活かし、幅広い視点から経営の監督と経営全般への助言をいただくことを期待して
おります。なお、同氏は過去に社外役員という立場以外で会社の経営に関与したことはあり
ませんが、上記の理由により監査等委員でない社外取締役としての職務を適切に遂行いただ
けるものと判断し、新たに選任をお願いするものであります。

（注）1.当社は取締役候補者の清宮 茂樹氏が理事長に就任している公益財団法人八洲環境技術振興財団に
対し、寄付を行っております。その他の各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2.各候補者の所有する株式数には、八洲電機役員持株会を通じての所有分が含まれております。
3.上石 奈緒氏は社外取締役候補者であります。
4.上石 奈緒氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が社外取締役に
就任された場合、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

5.上石 奈緒氏の選任が承認された場合、会社法第427条第1項の規定に基づき責任限定契約を締結
する予定であります。その責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。
・取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任
を負う場合は、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額を限度として、その責任を
負う。

・上記の責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)がその
責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限るものとする。

6.当社は会社法第４３０条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、
被保険者が対象会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求
がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金及び訴訟費用等を当該保険により補填されるこ
ととしております。
ただし、贈収賄などの犯罪行為やその他法令違反行為や故意行為に起因する役員自身の損害等は補償
対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じておりま
す。保険料については全額当社が負担しております。各候補者が取締役に就任した場合、各氏は当該
保険契約の被保険者に含められることとなり、任期途中に同内容での更新を予定しております。

7.各候補者の略称については以下のとおりです。
ＣＥＯ：経営に関する最高責任者
ＣＯＯ：執行に関する最高責任者
ＣＭＯ：営業に関する最高責任者
ＣＦＯ：財務に関する最高責任者
ＣＨＲＯ：人事に関する最高責任者
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第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役３名全員は本定時株主総会終結の時をもって任期満了となり

ます。
つきましては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号 氏 名 当社における地位

1 再 任
み や な お ひ と

宮 直仁 社 外 独 立 男 性 社外取締役（監査等委員）

2 再 任
や ま う ち ゆたか

山内 豊 社 外 独 立 男 性 社外取締役（監査等委員）

３ 再 任
い わ せ じゅん い ち

岩瀬 淳一 社 外 独 立 男 性 社外取締役（監査等委員）
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１.
み や な お ひ と 再 任 社 外 独 立 男 性

宮 直 仁（1950年1月29日生） ■所有する当社株式の数 26,416株

■略歴、当社における地位・担当及び重要な兼職の状況
1974年４月 中央共同監査法人入社
1975年９月 公認会計士登録
1993年10月 朝日監査法人 代表社員就任
2008年６月 宮直仁公認会計士事務所開設（現任）
2009年６月 当社社外監査役
2010年６月 ㈱ツクイ 社外取締役
2010年10月 双葉監査法人 代表社員
2012年６月 ㈱テセック 社外監査役
2016年６月 ㈱ツクイホールディングス 社外取締役（監査等委員）
2016年６月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）
2020年10月 Strawberry jams㈱ 社外監査役（現任）
2022年４月 学校法人貞静学園 理事

社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割
宮直仁氏は、過去に社外役員という立場以外で会社の経営に関与したことはありませんが、
公認会計士や社外監査役として豊富な経験と財務・会計及び法務・コンプライアンスに関す
る相当程度の知見を有しており、監査等委員である社外取締役として客観的な立場から当社
経営を監査・監督いただくとともに、議案審議等について当社に対する有益な意見・提言を
いただいていることから、引き続きこれらの役割を期待し、選任をお願いするものでありま
す。

２.
や ま う ち ゆたか 再 任 社 外 独 立 男 性

山 内 豊 （1953年１月18日生） ■所有する当社株式の数 3,469株

■略歴、当社における地位・担当及び重要な兼職の状況
1978年９月 公認会計士登録 公認会計士事務所開業（現任）
1988年３月 ㈱前川製作所 社外監査役（現任）
2004年12月 つくば市代表監査委員
2023年 6 月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）

社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割
山内豊氏は、過去に社外役員という立場以外で会社の経営に関与したことはありませんが、公
認会計士として会計及び財務知識に精通し高い見識と幅広い経験を有しており、監査等委員で
ある社外取締役として客観的な立場から当社経営を監査・監督いただくとともに、議案審議等
について当社に対する有益な意見・提言をいただいていることから、引き続きこれらの役割を
期待し、選任をお願いするものであります。
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３.
い わ せ じゅんいち 再 任 社 外 独 立 男 性

岩 瀬 淳 一（1958年6月8日生） ■所有する当社株式の数 1,000株

■略歴、当社における地位・担当及び重要な兼職の状況
1982年４月 興亜石油㈱入社
2014年 6 月 JX日鉱日石エネルギー㈱ 執行役員 技術部長
2017年 4 月 JXTGエネルギー㈱ 取締役 常務執行役員 製造本部長
2019年 4 月 同社取締役 副社長執行役員
2020年６月 ENEOSホールディングス㈱ 取締役 副社長執行役員を兼任
2024年６月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）

社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割
興亜石油㈱に入社以来、長年にわたりエネルギー事業分野において製造技術・製油所運営等
の技術面を担当し、同事業分野における豊富な経験と実績を有しております。また、
ENEOSホールディングス㈱等の取締役としてエネルギー事業の経営や製造現場での人財育
成・環境経営等を推進してきた実績をもって、監査等委員である社外取締役として客観的な
立場から、主に技術的な視点で当社経営を監査・監督いただくとともに、当社に対する有益
な意見・提言をいただくことを期待し、引き続き選任をお願いするものであります。

（注） 1.各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
2.各候補者の所有する株式数には、八洲電機役員持株会を通じての所有分が含まれております。
3.宮 直仁氏、山内 豊氏及び岩瀬 淳一氏は、監査等委員である社外取締役候補者であります。
4.宮 直仁氏、山内 豊氏及び岩瀬 淳一氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取
引所に届け出ており、各氏の選任が承認された場合、引き続き独立役員となる予定であります。

5.宮 直仁氏、山内 豊氏及び岩瀬 淳一氏との間に会社法第427条第１項の規定に基づき責任限定
契約を締結しており、各氏が再任された場合は、当該責任限定契約を継続する予定であります。
その責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。
・取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)が任務を怠ったことによって当社に損害賠償
責任を負う場合は、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額を限度として、その
責任を負う。

・上記の責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)がその
責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。

6.当社は会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、
被保険者が対象会社の役員としての業務につき行った行為（不作為を含む。）に起因して損害賠償
請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金及び訴訟費用等を当該保険により補填され
ることとしております。
ただし、贈収賄などの犯罪行為やその他法令違反行為や故意行為に起因する役員自身の損害等は
補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じて
おります。保険料については全額当社が負担しております。各候補者が取締役に就任した場合、
各氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなり、任期途中に同内容での更新を予定して
おります。

7.宮 直仁氏が監査等委員である社外取締役に就任してからの年数は、現任期終了時（本株主総会
終結の時）をもって10年となります。

8.山内 豊氏が監査等委員である社外取締役に就任してからの年数は、現任期終了時（本株主総会
終結の時）をもって３年となります。

9.岩瀬 淳一氏が監査等委員である社外取締役に就任してからの年数は、現任期終了時（本株主総会
終結の時）をもって２年となります。
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【ご参考】取締役のスキルについて（本総会において各候補者が選任された場合）

氏 名 当社における地位 企業経営 財務・会計
法務

ガバナンス
コンプライアンス

問題解決・
提案型営業

エンジニアリング
による

ソリューション提供

人事・労務
人財開発 IR

太田 明夫 代表取締役会長兼CEO ● ● ● ● ● ● ●

清宮 茂樹 代表取締役社長兼
グループCOO ● ● ● ● ● ● ●

松﨑 正 取締役兼
専務執行役員 CMO ● ● ● ● ● ● ●

織田 富造 取締役兼
常務執行役員 CFO ● ● ●

岡谷 洋介 取締役兼
常務執行役員 CHRO ● ●

宮 直仁 社外取締役（監査等委員） ● ●

山内 豊 社外取締役（監査等委員） ● ●

岩瀬 淳一 社外取締役（監査等委員） ● ● ●

上石 奈緒 社外取締役 ● ●
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第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第

３２９条第３項の規定に基づき、あらかじめ補欠の監査等委員である取締役１名の選任
をお願いするものであります。
なお、本議案における選任の効力につきましては、監査等委員である取締役就任前に

限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議により、その選任を取り消すことが
できるものとさせていただきます。
また、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

し ら い す み お 再 任 社 外 独 立 男 性
白 井 純 夫（1960年11月1日生） ■所有する当社株式の数 100株

■略歴及び重要な兼職の状況
1983年 4 月 東京国税局入局
2011年 7 月 国税庁東京派遣監察官
2012年 7 月 東京国税局調査第一部特別国税調査官
2015年 7 月 川崎南税務署署長
2016年 7 月 東京国税局課税第二部法人課税課長
2019年 7 月 仙台国税局調査査察部長
2020年 7 月 東京国税局調査第二部長
2021年 8 月 税理士登録（東京税理士会所属）

補欠の監査等委員である取締役候補者の選任理由及び期待される役割
白井 純夫氏は、過去に会社の経営に関与したことはありませんが、長年にわたる国税庁
での勤務経験の他、税理士として専門知識及び財務・会計に関する豊富な知見を有している
ことから、監査等委員である社外取締役に就任された場合には、これらの専門的見地から当
社経営を監査・監督いただくとともに、当社に対する有益な意見・提言をいただくことを期
待し、補欠の監査等委員である取締役として選任をお願いするものであります。
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（注） 1.補欠の監査等委員である取締役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
2.白井 純夫氏は補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。
3.白井 純夫氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が監査等委員
である社外取締役に就任された場合、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であり
ます。

4.白井 純夫氏が監査等委員である取締役に就任された場合は、会社法第427条第1項の規定に基づ
き責任限定契約を当社との間で締結する予定であります。その責任限定契約の内容の概要は次のと
おりであります。
・取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任
を負う場合は、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額を限度として、その責任を
負う。

・上記の責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)がその
責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。

5.当社は会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、
被保険者が対象会社の役員としての業務につき行った行為（不作為を含む。）に起因して損害賠償
請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金及び訴訟費用等を当該保険により補填され
ることとしております。
ただし、贈収賄などの犯罪行為やその他法令違反行為や故意行為に起因する役員自身の損害等は
補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じて
おります。保険料については全額当社が負担しております。候補者が取締役に就任した場合、
同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなり、任期途中に同内容での更新を予定して
おります。

6.補欠の監査等委員である取締役候補者の選任の効力は、本議案決議後２年以内に終了する事業年度
のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
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第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する
金銭報酬限度額改定の件

当社は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬を固定報酬、業績連動報
酬及び非金銭報酬（譲渡制限付株式報酬）から構成することとしており、このうち固定
報酬及び業績連動報酬は金銭で支払っております。また、その割合は概ね60対30対10
を目安としつつ、業績連動報酬は当社の連結経常利益を指標として支給額を決定してお
ります。
この金銭報酬の限度額については、2023年6月27日開催の第79期定時株主総会にお

いて、年額3億5,000万円以内とすること、及び当該限度額には使用人兼務取締役の使
用人分給与は含まないものとすることをご承認いただいております。また、該当する各
取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定を取締役会の決議によるものとするこ
とのご承認もいただいております。
今般、経済情勢や経営環境の変化など諸般の事情を考慮し、継続的な業績向上及び更

なる企業価値向上に貢献する意識を高めることを目的として、役員報酬制度を見直すこ
ととする他、本定時株主総会において、第１号議案「取締役（監査等委員である取締役
を除く。）６名選任の件」が原案のとおり承認可決されますと、監査等委員である取締
役を除く社外取締役が新たに選任されることから、取締役（監査等委員である取締役を
除く。）の報酬額を年額6億円以内とし、そのうち社外取締役の報酬額を年額2,000万円
以内とさせていただきたいと存じます。また、取締役の報酬額には、従来どおり使用人
兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたしたいと存じます。なお、この改定に
より、将来、適切なガバナンス体制構築の観点から取締役（監査等委員である取締役を
除く。）の増員が必要となった場合にも対応できるようにしたいと考えております。
本議案の内容は、当社の事業規模、報酬体系やその支給水準等を総合的に勘案し、指

名・報酬諮問委員会の審議承認を経たうえで取締役会にて決定していることから、相当
であると判断しています。
また、現在の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は5名であり、第１号議案

「取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件」が承認可決されますと、取
締役（監査等委員である取締役を除く。）は6名（うち社外取締役は１名）となります。
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第５号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に
対する譲渡制限付株式報酬限度額改定の件

１．本制度の概要
当社は、2018年6月26日開催の第74期定時株主総会で、「取締役（監査等委員である取締役を除

く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬限度額決定の件」をご承認いただき、監査等委員で
ある取締役を除く取締役（以下「対象取締役」という。）について、非金銭報酬であるいわゆる株式報
酬制度を導入しております。本制度は、対象取締役に対し支給した金銭報酬債権の現物出資を受けて
譲渡制限付株式を発行又は処分するものであり、対象取締役が当社の企業価値の持続的向上を図るイ
ンセンティブとするとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的としております。
対象取締役に支給する金銭報酬債権は、2023年6月27日開催の第79期定時株主総会で年額4,500万
円以内とすること、及び発行又は処分する譲渡制限付きの当社普通株式の総数は、2018年6月26日開
催の第74期定時株主総会で年6万株以内とすることをご承認いただいております。また、当該支給債
権限度額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとすることをご承認いただいており
ます。

２．本制度改定の内容
当社は、対象取締役の報酬を固定報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬（譲渡制限付株式報酬）から

構成することとしており、かつその比率は、概ね60対30対10を目安としておりますが、上記の目的
に照らし、株式報酬制度を引き続き拡充してまいりたいと考えております。
つきましては、今般、対象取締役に支給する金銭報酬債権の限度額を年額4,500万円より1億円に改

定させていただきたく、ご提案申し上げます。また、当該支給債権限度額には、従来どおり使用人兼
務取締役の使用人分給与は含まないものといたしたいと存じます。本改定により、対象取締役報酬に
占める株式報酬の割合を少なくとも維持し、将来的にはその更なる増加を図ることもできるようにし
ておきたいと考えます。また、将来、対象取締役の増員がある場合にも対応できる限度額といたしま
す。
なお、本定時株主総会において、第１号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任

の件」が原案のとおり承認可決されますと、監査等委員である取締役を除く社外取締役が新たに選任
されることとなりますが、本株式報酬制度の対象には含めないことといたします。
本議案の内容は、当社の事業規模、報酬体系やその支給水準等を総合的に勘案し、指名・報酬諮問委
員会の審議承認を経たうえで取締役会にて決定していることから、相当であると判断しています。
また、現在の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は5名であり、第１号議案「取締役（監査

等委員である取締役を除く。）６名選任の件」が承認可決されますと、対象取締役は監査等委員である
取締役及び社外取締役を除く5名となります。

以 上
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売 上 高（百万円） 営業利益（百万円） 経常利益（百万円） 親会社株主に帰属する
当期純利益（百万円）

第82期 第82期 第82期 第82期第81期 第81期 第81期 第81期

5,373
66,075

5,253 4,011

7,43774,569 7,289 5,145
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事業報告（2025年４月１日から2026年３月31日まで）

１．企業集団の現況に関する事項

（１）事業の経過及びその成果
当連結会計年度におけるわが国経済は、新政権の発

足や日経平均株価の高値更新、政策金利の引き上げな
ど、政治・金融面での変化が見られる中、企業業績は
堅調に推移し、老朽設備の維持・更新や生産能力の増
強に加え、デジタル化・脱炭素化、人手不足への省力
化対応といった設備投資は継続しております。一方
で、円安に伴う輸入資材価格や人件費の上昇による物
価高が続いており、個人消費の抑制や賃上げによる企
業収益の圧迫、さらに地政学リスクの高まりに起因す
る原油価格の上昇など、景気の先行きには不透明感が
広がっております。
このような状況下、2025年を「80/26中期経営計

画」の最終年度とし、「未来志向でウェルビーイング
経営を推進し、エンゲージメントを高め、創立80周
年を更なる飛躍の年にする」を基本方針として、八洲
電機グループのブランドである「電機制御システム」
「電源システム」「空調システム」の３つのコア技術を
さらに進化させ、お客様の経営課題を把握し解決する
ことで持続的な成長につなげ、収益の拡大と事業規模
の拡大に向けた各種戦略に取組んでおります。
当連結会計年度においては、事業系戦略では、社会

インフラに携わるお客様の経営課題を的確に捉え、エ
ンジニアリングとグループ連携によって解決し「収益
の拡大」「事業規模の拡大」を図り、八洲電機グループ
全体の成長を追求しております。管理系イノベーション

戦略では、未来志向で業務改革と効率化を推進する
とともに、「エンゲージメント向上プロジェクト」を
設置し、施策パッケージを検討し、一体で推進する
よう取組んでおります。社内ＤＸ戦略においては、
基幹システムを最新のシステムへ切り替え、機動性
のある業務へ脱却を図るとともに、基本業務の見直
しに伴い、新しい業務方法により業務効率を改善し
省力化を推進しております。また、人的資本経営へ
の取組みとして、階層別研修等をより一層推進し
「個の力」を高めることで「組織力」の強化を図って
おります。
当連結会計年度におきましては、公共・設備事業

における空調設備工事や空調機器販売などが好調に
推移し、売上高は745億69百万円（前年比12.9％
増）、営業利益は72億89百万円（前年比38.8％増）、
経常利益は74億37百万円（前年比38.4％増）、親会
社株主に帰属する当期純利益は51億45百万円（前年
比28.3％増）の増収増益となり、上場以来の最高益
を４年連続で更新しました。
セグメントの業績は次のとおりであります。なお、

当連結会計年度より、報告セグメントとして記載す
る事業セグメントの構成を変更しており、前連結会
計年度の比較・分析は、変更後の区分に基づいてお
ります。
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売上高（百万円） 営業利益（百万円）

第82期

売上高
構成比

％35.3

第82期第81期 第81期

4,252
25,106

5,01426,341

売上高
構成比

43.1％

売上高（百万円） 営業利益（百万円）

第81期 第82期 第81期 第82期

2,342
26,457

3,734
32,137
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①プラント事業

主要取扱製品▶
電機制御、発電設備、電源設備、設備管理システム、各種生産設備、設備管理システム、工
作機械、省エネ・環境技術を活用したグリーン製品、これらに関わる保守・メンテナンス、
ＡＩを活用したシステム（監視カメラ・予兆診断等）、デジタルトランスフォーメーション
など

鉄鋼・非鉄分野では、受変電設備新設、制御系シス
テム更新など、カーボンニュートラル実現に向けた省
エネ・省力化案件が計画どおり進捗し、売上高は好調
に推移しました。石油・化学・ガス分野では、電気用
計算機システムの更新など電力の安定供給や設備の強
靭化に向けた改修工事や保守メンテナンスビジネスの
拡大も寄与し、売上高は好調に推移しました。産業分
野では、医薬品や精密機器分野を中心とした工場向け
の受変電設備増強工事に加え、蓄電池更新などの再生
可能エネルギー活用、脱炭素社会に向けた省エネ設備
の導入が順調に進捗し、売上高は堅調に推移しました。
その結果、プラント事業の売上高は263億41百万円

(前年比4.9％増)、営業利益は50億14百万円(前年比
17.9％増)の増収増益となりました。

②公共・設備事業
主要取扱製品▶ 監視制御システム、受変電システム、セキュリティーシステム、空調設備、冷却設備、照明

機器、これらに関わる保守・メンテナンスなど

公共分野では、道路・水道施設等、社会インフラの
老朽化に伴う受変電設備更新工事により、売上高は好
調に推移しました。空調設備分野では、設備工事案件
が予定どおり進捗し、データセンター向け特殊空調及
び既納品の保守メンテナンス案件も順調に推移したこ
とにより、売上高は堅調に推移しました。また、バイ
オ理化学向け特殊空調設備工事、食品製造ライン用空
調設備工事などにより、売上高は好調に推移しました。
産業機器分野においては、機械設備工事や省エネを目
的とするＬＥＤ照明工事、及び都市再開発向けの変圧
器、受変電設備の保守・リニューアルなどにより、売
上高は好調に推移しました。
空調設備工事や空調機器販売が全体を牽引し、公

共・設備事業の売上高は321億37百万円(前年比21.5
％増)、営業利益は37億34百万円(前年比59.4％増)の
大幅な増収増益となりました。
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③交通事業
主要取扱製品▶ 車両及び車両電気品、車両改造、受変電設備、信号システム、駅設備、車両基地設備、運行

情報配信システム、防雷システム、これらに関わる保守・メンテナンスなど

鉄道業界では、国内人流の安定的な回復に加えイン
バウンド需要の拡大が継続し、都市部・観光路線を中
心に旅客運輸収入が好調に推移し、輸送の安全･安定性
向上を目的とした、新たな設備投資を積極的に推進し
ております。そのような中、車両分野の新造車両導入、
変電分野の受変電設備更新、情報通信分野の運行管理
システムなどの各大型更新工事が順調に進捗し、売上
高は好調に推移しました。
その結果、交通事業の売上高は160億89百万円(前年

比10.9％増)、営業利益は15億73百万円(前年比17.0
％増)の増収増益となりました。
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（２）設備投資の状況
当連結会計年度中において実施いたしました設備投資は10億5百万円であります。その主な内容は設備、

及び新基幹系システムのための業務系ソフトであります。

（３）資金調達の状況
当連結会計年度の資金調達として特記すべき重要な事項はありません。

（４）事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
該当事項はありません。

（５）他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。

（６）吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
該当事項はありません。

（７）他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
該当事項はありません。
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（８）対処すべき課題
当社は2026年に「創立80周年（令和８年８月）」を迎えます。この2026年度をスタートとする新たな中

期３カ年計画『Happiness2028中期経営計画』を策定しました。「ハピネスから、ビジネスを」をスローガ
ンに、Well-beingとＤＸで、成長の循環を創造してまいります。経営理念である「信・愛・和」の精神を受
け継ぎ、３つの柱「ウェルビーイング・ＤＸ戦略・グループシナジー」を推進します。マインドを変革し、
デジタルを活用したコア技術とＤＸにより業績向上を目指します。

１．事業系戦略
お客様の経営課題を解決するため、培ってきたコア技術をさらに深化させデジタル技術を付加する

ことで、「コア技術2.0」としてさらなる高度なエンジニアリングを提供いたします。営業とエンジ
ニアが連携してコア技術2.0で、環境・省エネ・高効率化等の多様なニーズにお応えし、新たな価値
創出を図ってまいります。
（１）プラント事業：カーボンニュートラルに、エンジニアリングとソリューションで貢献します。
（２）公共・設備事業：公共・建設・データセンター事業等で社会インフラの発展に貢献します。
（３）交通事業：高付加価値ソリューションで、鉄道の安全・安定輸送に貢献します。
（４）グループ会社：グループ連携によるグループシナジーの最大化を図ります。

２．管理系戦略
（１）エンゲージメント・サーベイの目標スコアを明確化し、現状分析に基づく課題別の改善施策を
立案・実行することで、従業員が実感できる「スコア向上」を実現します。
（２）新基幹システム本稼働後の安定稼働と継続的な機能改善を推進し、デジタルツールやＡＩなど
のＤＸ活用を強化することで、業務効率化と省力化を実現します。
（３）八洲電機グループ全体のＩＴ環境について、グループ横断での標準化・統合を検討し、最適な
システム基盤の構築を推進します。

３．コンプライアンス及びＣＳＲ活動の推進
（１）グループ経営を深化させる方針のもと、八洲電機グループが一体となってコンプライアンスの
徹底を図ります。
（２）サステナビリティ経営については、環境への配慮・個人の尊重・ガバナンスの強化などに取組
み、事業活動を通じて社会に貢献し、高い倫理観と責任感を持ち、持続可能な社会の構築に向けた活
動を推進します。
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（９）財産及び損益の状況の推移

区 分
第 79 期

自 2022 年４月１日
至 2023 年３月31日

第 80 期
自 2023 年４月１日
至 2024 年３月31日

第 81 期
自 2024 年４月１日
至 2025 年３月31日

第 82 期
自 2025 年４月１日
至 2026 年３月31日
(当連結会計年度 )

売 上 高（百万円） 60,270 64,862 66,075 74,569
経 常 利 益（百万円） 2,929 4,019 5,373 7,437
親会社株主に帰属する当期純利益（百万円） 1,916 2,657 4,011 5,145
１株当たり当期純利益 （円） 90.10 125.22 188.74 241.62
総 資 産（百万円） 58,738 60,430 64,141 72,871
純 資 産（百万円） 24,392 27,498 30,830 36,342
（注）１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。
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（10）重要な子会社の状況
①重要な子会社の状況

（2026年３月31日現在）
会 社 名 資本金 出資比率 主要な事業内容

八洲ファシリティサービス㈱ 100百万円 100.0％ 空調・産業機器の修理・保守点検等の総
合サービス

八 洲 産 機 シ ス テ ム ㈱ 350百万円 100.0％ 産業電機機器の販売・保守メンテナン
ス・工事

八 洲 制 御 シ ス テ ム ㈱ 100百万円 100.0％ 空調・水処理・プラントシステム等の制
御盤製造・販売

八 洲 Ｅ Ｉ テ ク ノ ロ ジ ー ㈱ 350百万円 100.0％ 空調・給排水衛生設備工事事業

㈱ 中 国 パ ワ ー シ ス テ ム 30百万円 66.7％ 中国地区の電力会社に、火力発電機器等
の販売、保守・メンテナンス

㈱ 西 日 本 パ ワ ー シ ス テ ム 10百万円 100.0％ 九州地区の電力会社に、水力発電機器等
の販売、保守・メンテナンス

八 洲 プ ラ ン ト 建 設 ㈱ 50百万円 100.0％ 受変電設備・各種プラント設備の設計・
施工

東 京 キ デ ン ㈱ 88百万円 100.0% 電気機器の製造販売、一般建設機械及び
電気設備のレンタル

（注）八洲ＥＩテクノロジー㈱は2026年４月１日付で八洲冷熱㈱に商号変更しております。

②事業年度末日における特定完全子会社の状況
該当事項はありません。
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（11）主要な事業内容
当社グループは、主に㈱日立製作所及びそのグループ会社の特約店として電気機器、情報機器、産業用設

備、空調関連機器等の販売及びソリューションエンジニアリングを提供しております。なお、セグメントに
よる主要な取扱製品は次のとおりであります。

（2026年３月31日現在）
セグメントの名称 主 要 取 扱 製 品 名

プラント事業
電機制御、発電設備、電源設備、設備管理システム、各種生産設備、設備管理システ
ム、工作機械、省エネ・環境技術を活用したグリーン製品、これらに関わる保守・メ
ンテナンス、ＡＩを活用したシステム（監視カメラ・予兆診断等）、デジタルトラン
スフォーメーションなど

公共・設備事業 監視制御システム、受変電システム、セキュリティーシステム、空調設備、冷却設
備、照明機器、これらに関わる保守・メンテナンスなど

交通事業 車両及び車両電気品、車両改造、受変電設備、信号システム、駅設備、車両基地設
備、運行情報配信システム、防雷システム、これらに関わる保守・メンテナンスなど

（12）主要な営業所
①当社 (2026年３月31日現在)

営 業 所 名 所 在 地 営 業 所 名 所 在 地
本 社 東 京 都 岡 山 支 店 岡 山 県
エンジニアリングセンター 東 京 都 福 山 営 業 所 広 島 県
関 西 支 社 大 阪 府 周 南 営 業 所 山 口 県
中 国 支 社 広 島 県 九 州 支 店 福岡県・大分県
②子会社 (2026年３月31日現在)

会 社 名 営 業 所 在 地
八洲ファシリティサービス㈱ 東京都・栃木県・神奈川県・埼玉県
八 洲 産 機 シ ス テ ム ㈱ 東京都・大阪府
八 洲 制 御 シ ス テ ム ㈱ 広島県・大阪府・東京都・愛知県
八 洲 E Ｉ テ ク ノ ロ ジ ー ㈱ 東京都・大阪府・広島県
㈱ 中 国 パ ワ ー シ ス テ ム 広島県・岡山県・山口県
㈱ 西 日 本 パ ワ ー シ ス テ ム 福岡県
八 洲 プ ラ ン ト 建 設 ㈱ 東京都
東 京 キ デ ン ㈱ 東京都・山梨県
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（13）従業員の状況
①企業集団の従業員の状況 (2026年３月31日現在)

セ グ メ ン ト 従業員数 前連結会計年度末比増減
プラント事業 365名 −
公共・設備事業 436名 −
交通事業 123名 −
全社(共通) 138名 −
合計 1,062名 36名増

（注）１．従業員数は就業人員数であり、当社グループから当社グループ外への出向者を除いております。ま
た、当社グループ外から当社グループへの出向者の受け入れはありません。

２．当連結会計年度より事業セグメントの構成を変更したため、セグメント別の前連結会計年度末比増減
は記載しておりません。

②当社の従業員の状況 (2026年３月31日現在)
従業員数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

454名 17名増 41.8歳 17.1年
（注）１．従業員数、平均年齢、平均勤続年数の基準を従来の就業人員から正社員へ変更しております。

２．上記従業員に契約社員、他社からの出向者を含め、他社への出向者を除いた就業人数は547名です。

（14）主要な借入先
(2026年３月31日現在)

借 入 先 借入金残高
㈱三菱ＵＦＪ銀行 500百万円
㈱伊予銀行 110百万円
㈱みずほ銀行 50百万円

（15）その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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２．会社の株式に関する事項（2026年３月31日現在）

（１）発行可能株式総数 50,000,000株
（２）発行済株式の総数 21,408,257株（自己株式374,243株を除く。）
（３）株主数 26,817名
（４）大株主

株 主 名 持 株 数 持株比率
日本マスタートラスト信託銀行㈱
（信託口） 1,818千株 8.5％

公益財団法人八洲環境技術振興財団 1,430千株 6.7％

八洲電機従業員持株会 620千株 2.9％

日立グローバルライフソリューションズ㈱ 487千株 2.3％

㈱日本カストディ銀行
（信託口） 435千株 2.0％

㈱日立産機システム 400千株 1.9％

㈱三菱UFJ銀行 350千株 1.6％

㈱伊予銀行 350千株 1.6％

落合 純子 332千株 1.6％

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
505223 229千株 1.1％

（注）１．千株未満は切り捨てて表示しております。
２．持株比率は、自己株式（374,243株）を控除して算出しております。
３．上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。

日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口）
㈱日本カストディ銀行（信託口）

1,818千株
435千株
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（５）当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
・取締役に交付した株式の区分別合計

区 分 株 式 数 交付対象者数
取締役（監査等委員である取締役及び
社外取締役を除く。） 25,697株 5名

合計 25,697株 5名

（６）その他株式に関する重要な事項
該当事項はありません。

３．会社の新株予約権に関する事項（2026年３月31日現在）

（１）当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況
該当事項はありません。

（２）当事業年度中に職務執行の対価として当社従業員等に交付した新株予約権等の状況
該当事項はありません。

（３）その他新株予約権等に関する重要な事項
該当事項はありません。
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４．会社役員に関する事項（2026年３月31日現在）

（１）取締役の氏名等
氏 名 地 位 担 当 重要な兼職の状況

太 田 明 夫 代表取締役会長兼ＣＥＯ

清 宮 茂 樹 代表取締役社長 兼
グループＣＯＯ 公益財団法人八洲環境技術振興財団 理事長

松 﨑 正 取締役 兼 専務
執行役員ＣＭＯ 事 業 統 括 本 部 長

八洲制御システム㈱ 取締役
㈱中国パワーシステム 取締役
㈱西日本パワーシステム 取締役

織 田 富 造 取締役 兼 常務
執行役員ＣＦＯ 経 営 統 括 本 部 長 東京キデン㈱ 監査役

岡 谷 洋 介 取締役 兼 常務
執行役員ＣＨＲＯ 経営統括本部 副統括本部長

宮 直 仁 取締役(監査等委員) Strawberry jams㈱ 社外監査役

山 内 豊 取締役(監査等委員) ㈱前川製作所 社外監査役

岩 瀬 淳 一 取締役(監査等委員)

（注）１．取締役のうち宮直仁氏、山内豊氏、岩瀬淳一氏は、社外取締役であります。
２．取締役のうち宮直仁氏、山内豊氏、岩瀬淳一氏は、東京証券取引所に独立役員として届け出ておりま

す。
３．監査等委員である取締役宮直仁氏及び監査等委員である取締役山内豊氏は、公認会計士の資格を有し

ており、財務及び会計に関する相当の知見を有するものであります。
４．当事業年度中の取締役の異動

白石誠仁氏は2025年６月25日開催の第81期定時株主総会終結の時をもって任期満了により取締役を
退任いたしました。
松﨑正氏は2025年６月25日開催の第81期定時株主総会において、新たに取締役に選任され就任いた
しました。

５．重要な兼職先である法人等と当社との関係
取締役（監査等委員）宮直仁
Strawberry jams㈱と当社との間には、特別の関係はありません。
取締役（監査等委員）山内豊
㈱前川製作所と当社との間には、特別の関係はありません。

６．当社は監査等委員会の職務を補助するものとして監査等委員会事務局を設置し、同事務局が、重要会
議への出席等を通じて情報の収集を行うほか、内部監査部門及び業務執行取締役から定期的にヒアリ
ングを行い、監査の実効性を確保していることから、常勤の監査等委員を選定しておりません。
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７．2026年４月１日付で、次のとおり重要な兼職の異動がありました。

氏 名 重要な兼職の状況
変更前 変更後

織 田 富 造 東京キデン㈱ 監査役
東京キデン㈱ 監査役
八洲制御システム㈱ 監査役
㈱中国パワーシステム 監査役
㈱西日本パワーシステム 監査役

（２）当事業年度に係る取締役の報酬等
①取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう業績並

びに株主利益と連動した報酬体系とし、固定報酬、業績連動報酬、非金銭報酬で構成しております。個々の
取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
報酬等の種類ごとの決定方針は、固定報酬については月例報酬とし、役位、役割、本人の貢献度を総合的

に勘案して決定しております。業績連動報酬については、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるた
め、各事業年度の連結経常利益の目標値に対する達成度合い、並びに本人の役割に応じた功績に基づき決定
するものとし、固定報酬とともに毎月現金支給しております。非金銭報酬については、中長期的な業績向上
と企業価値の増大に向けての意欲を一層高めるため、譲渡制限付株式とし、対象取締役の役位に応じて支給
された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式で発行を受けるものとしておりま
す。
報酬等の種類ごとの比率の目安は、固定報酬：業績連動報酬：非金銭報酬＝60：30：10としておりま

す。
なお、決定方針の決定方法は、過半数が独立社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会の審議・答申を

踏まえて、取締役会の決議により決定しております。
②取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2023年６月27日開催の第79期定時株主総会決議により、取締役（監査等委員で

ある取締役を除く。）は年額350百万円、また、譲渡制限付株式の付与による株式報酬制度のために支給す
る金銭報酬債権の報酬限度額を年額45百万円としております。当該定時株主総会終結後の取締役の員数は５
名です。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年６月24日開催の第72期定時株主総会決議により、年額

60百万円としております。当該定時株主総会終結後の監査等委員である取締役の員数は３名（うち、社外取
締役は２名）です。
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③取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別報酬額の決定については、取締役会決議に基づき代表取締役会長兼ＣＥＯ 太田明夫が委

任を受け、決定しております。上記の取締役会決議は、指名・報酬諮問委員会の答申を得て行うこととして
おります。委任された権限の内容については、上記の委任を受けた代表取締役会長兼ＣＥＯは、個人別報酬
額の決定方針を踏まえた指名・報酬諮問委員会の答申の内容に従って、個人別報酬額の決定をしなければな
らないこととしております。
これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表

取締役会長兼ＣＥＯが最も適しているためであります。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、指名・報酬諮問委員会が原案について決定方針との

整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会もその答申を尊重し、決定方針に沿うものである
と判断しております。
④取締役の報酬等の総額等

区 分
報酬等の
総額
(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円) 対象となる
役員の員数
(人)固定報酬 業績連動報酬 非金銭報酬

取締役（監査等委員である
取締役を除く）

（うち社外取締役）
345
(−)

159
(−)

144
(−)

40
(−)

6
(−)

監査等委員である取締役
（うち社外取締役）

33
(33)

33
(33) − − 3

(3)
（注）１．業績連動報酬の額の算定の基礎として選定した業績指標は、当社の重要な経営指標である連結経常利

益であります。業績連動報酬の算定方法は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、各
事業年度の連結経常利益の目標値に対する達成度合い、並びに本人の役割に応じた功績に基づき決定
しております。
なお、当事業年度を含む連結経常利益の推移は１．(９)財産及び損益の状況の推移に記載のとおりで
す。

２．非金銭報酬として取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対して譲渡制限付株式を交付してお
ります。当該譲渡制限付株式の内容は、①取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報
酬等の内容に係る決定方針に関する事項に記載のとおりであり、その交付状況は、２．(５)当事業年
度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況に記載のとおりです。

３．非金銭報酬は、譲渡制限付株式報酬制度に基づく当事業年度における費用計上額を記載しておりま
す。

４．上記以外に、2008年６月24日開催の第64期定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃止に伴う
打ち切り支給が承認可決され、当時在任していた役員の実際の退任日に支給されます。現在の支給予
定額は、当時在任していた取締役1名で6百万円となっております。

５．上記の取締役（監査等委員である取締役を除く）の支給人員には、2025年６月25日開催の第81期定
時株主総会終結の時をもって退任した取締役１名を含んでおります。
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（３）責任限定契約の内容の概要
当社と監査等委員である取締役は会社法第427条第１項の規定に基づき、責任限定契約を締結しておりま

す。
監査等委員である取締役の会社法第423条第１項の責任に基づく損害賠償責任については、同法第425条

第１項に規定する最低責任限度額をもって、損害賠償責任の限度としております。

（４）社外役員に関する事項
①重要な兼職先である他の法人等と当社との関係
該当事項はありません。

②主要取引先等特定関係事業者との関係
該当事項はありません。

③当事業年度における主な活動状況
取締役会及び監査等委員会への出席状況及び発言状況

区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

社外取締役
(監査等委員) 宮 直 仁

当事業年度開催の取締役会には13回中13回出席し、また、監査等委員会
には13回中13回出席し、主に公認会計士として培ってきた豊富な経験・
見地から必要に応じ、経営上に有用な指摘、意見を述べております。

社外取締役
(監査等委員) 山 内 豊

当事業年度開催の取締役会には13回中13回出席し、また、監査等委員会
には13回中13回出席し、主に公認会計士として培ってきた豊富な経験・
見地から必要に応じ、経営上に有用な指摘、意見を述べております。

社外取締役
(監査等委員) 岩 瀬 淳 一

当事業年度開催の取締役会には13回中13回出席し、また、監査等委員会
には13回中13回出席し、主に経営幹部として培ってきた豊富な経験・見
地から必要に応じ、経営上に有用な指摘、意見を述べております。

④社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要
（監査等委員 宮直仁）
主に公認会計士としての豊富な経験と財務及び会計に関する専門的見地から、議案審議等について当社の

経営上有益な発言等を行っている他、指名・報酬諮問委員を務め、取締役及び上席執行役員の候補者選定や
報酬制度等について審議し取締役会に答申するにあたり、重要な役割を果たしております。
また、代表取締役はじめ業務執行取締役と意見交換を行い、グループ全体に対する経営の健全性と適法性

の確保に努める他、会計監査人の監査方法及び監査結果に対して、専門的見地に基づき意見・提言を行って
おります。
（監査等委員 山内豊）
主に公認会計士としての豊富な経験と財務及び会計に関する専門的見地から、議案審議等について当社の

経営上有益な発言等を行っている他、指名・報酬諮問委員を務め、取締役及び上席執行役員の候補者選定や
報酬制度等について審議し取締役会に答申するにあたり、重要な役割を果たしております。
また、代表取締役はじめ業務執行取締役と意見交換を行い、グループ全体に対する経営の健全性と適法性

の確保に努める他、会計監査人の監査方法及び監査結果に対して、専門的見地に基づき意見・提言を行って
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おります。
（監査等委員 岩瀬淳一）
大手石油製品企業の取締役として長年に亘り企業経営に携わった経験及び見識等から、議案審議等につい

て当社の経営上有益な発言等を行っている他、指名・報酬諮問委員を務め、取締役及び上席執行役員の候補
者選定や報酬制度等について審議し取締役会に答申するにあたり、重要な役割を果たしております。
また、代表取締役はじめ業務執行取締役と意見交換を行い、グループ全体に対する経営の健全性と適法性

の確保に努める他、内部統制システムの構築・運用に関して経営者としての経験に基づき意見・提言を行っ
ております。

（５）その他会社役員に関する重要な事項
該当事項はありません。

５．会社の役員等賠償責任保険契約に関する事項

（１）被保険者の範囲
当社及び子会社の取締役（非常勤取締役を除く）及び監査等委員である取締役

（２）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険

者が対象会社の役員としての業務につき行った行為（不作為を含む。）に起因して損害賠償請求がなされた
ことにより、被保険者が被る損害賠償金及び訴訟費用等を当該保険により補填されることとしております。
ただし、贈収賄などの犯罪行為やその他法令違反行為や故意行為に起因する役員自身の損害等は補償対象

外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。保険料に
ついては全額当社が負担しております。
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６．会計監査人の状況

（１）会計監査人の名称
有限責任 あずさ監査法人

（２）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
①会計監査人としての報酬等の額 53百万円
②当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 53百万円
(注)１．監査等委員会は、会計監査人の報酬等について、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を

入手して会計監査人の過年度の職務執行状況及び報酬実績を確認し、当事業年度における会計監
査人の監査計画及び報酬見積りの算出根拠の適正性及び妥当性について必要な検証を行いまし
た。
その結果、これらについて適切であると判断しましたので、会計監査人の報酬等の額について会
社法第399条第１項の同意を行っております。

２．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監
査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当該事業年度に
係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

（３）非監査業務の内容
当社は会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の監査証明業務以外の業務を委託しておりませ

ん。

（４）責任限定契約の締結の有無
当社は、会計監査人との間で、会社法第427条第１項に基づく責任限定契約を締結しておりません。

（５）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
会社法第340条第１項各号に定める事由に該当することなどにより計算関係書類の監査に重大な支障が生

じることが合理的に予想されるときは、監査等委員会は、全員の同意をもって会計監査人を解任いたしま
す。
また、会計監査人の職務遂行体制、監査能力、専門性等が当社にとって不十分であると判断したとき、又

は会計監査人を交代することにより当社にとってより適切な監査体制の整備が可能であると判断したとき
は、監査等委員会は、会計監査人の不再任に関する株主総会提出議案の内容を決定いたします。
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７．会社の体制及び方針

（１）業務の適正を確保するための体制
当社は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」について取締役会におい

て決議しております。その概要は以下のとおりであります。
①当社及びグループ会社の取締役・従業員の職務
の執行が法令及び定款に適合することを確保す
るための体制
イ．当社は、グループ各社とともに、市民生活

との調和を図りつつ、公正かつ適切な経営
を実現するため、法令、定款及び社会規
範・倫理 （以下、「法令等」と総称する。）
並びに「経営理念」及び「八洲グループ行
動規範」の遵守を徹底するとともに、その
浸透を図る。

ロ．当社は、当社及びグループ各社の取締役
（当社の上席執行役員を含む。以下、同じ。）
及び従業員（執行役員を含む。以下、同
じ。）の職務の執行が法令等並びに「経営理
念」及び「八洲グループ行動規範」に適合
することを確保し、その徹底を図るために、
サステナビリティ委員会（委員長：当社代
表取締役社長）の運営と社内教育を行う。

ハ．当社は、「内部通報規程」に基づき、当社及
びグループ各社の従業員が、当社及びグル
ープ各社における法令等の違反を含むコン
プライアンス違反に関する事実を発見した
場合に、当社又はグループ各社のコンプラ
イアンス担当部署及び当社監査等委員会並
びに外部通報窓口に通報する内部通報制度
を設け、コンプライアンス違反行為の早期
発見と是正を行うとともに、通報者の保護
に特段の配慮をする。

ニ．当社内部監査部署は、当社及びグループ各社
の職務の執行が法令等に適合しているかに
つき内部監査を行い、改善すべき事項を明
確にしたうえで、助言や勧告を行うととも
に、監査結果について社長及び監査等委員
会に報告する。社長は、担当する取締役及
びグループ会社社長にその改善を指示する
とともに、当該会社が当社の場合は監査等
委員会、グループ会社の場合は当該グルー
プ会社の取締役会及び当社監査等委員会に
報告する。

ホ．当社は、グループ各社とともに、金融商品取
引法に対応するため、財務報告に影響を与
える可能性のある勘定科目及び拠点を選定
し、その業務プロセス等の整備・運用状況
を評価し、財務報告の適正性及び信頼性を
確保する。

ヘ．当社及びグループ各社の取締役は、職務執行
確認書を作成することにより、その職務の
執行が法令及び定款に適合していることを
確認し、これを当社監査等委員会に提出し、
当社グループにおける取締役の職務執行監
督及び当社監査等委員会の監査に供する。
なお、グループ各社の代表取締役は、当該
グループ会社における職務執行の適法性を
担保するために、当社社長宛にコンプライ
アンス宣誓書を提出する。
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②当社取締役の職務の執行にかかる情報の保存及
び管理に関する事項
取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び

管理に関する事項は、「文書管理規程」に従って
行い、取締役及び監査等委員会は、かかる情報
を常時閲覧可能とする。

③当社及びグループ会社の損失の危険の管理に関
する規程その他の体制
当社は、グループ各社とともに、「リスク管理

規程」に基づき、サステナビリティ委員会（委
員長：当社代表取締役社長）を中心として、当
社及びグループ各社の経営に影響を及ぼすおそ
れのある経営リスク・事業リスク等を総合的に
認識し、評価するとともに、リスク管理体制を
なお一層整備する。なお、リスク管理体制の整
備には、経営に影響を及ぼす不測の事態が発生
した場合にも対応できる体制を含む。

④当社及びグループ会社の取締役等の職務の執行
が効率的に行われることを確保するための体制
イ．当社及びグループ各社は、取締役会を原則

月１回開催するほか、必要に応じて臨時に
開催し機動的な意思決定を行う。なお、当
社は、取締役会を月１回以上開催する。

ロ．当社及びグループ各社は、取締役会におい
て経営機構、代表取締役及びその他の職務
執行を担当する取締役の職務分掌を定め、
代表取締役及び各職務担当取締役に職務の
執行を行わせる。

ハ．当社及びグループ各社は、業務執行取締役
等で構成される経営会議等を設置し、職務
執行に関する個別経営課題を実務的な観点
から定期的に協議し審議する。なお、当社
は、経営会議を月１回以上開催する。

ニ．当社は、グループ各社とともに、グループ
としての中期経営計画を策定し、これを具
体化するため、毎事業年度ごとにグループ
全体の予算方針及び重点戦略等を定める。

⑤当社グループ会社における業務の適正を確保す
るための体制
当社は、グループ会社の管理について、「関係

会社等管理規程」に基づき適切に推進する。ま
た、当社は、グループ各社への内部監査を実施
し、グループ各社の業務全般にわたる適正性を
確保する。

⑥当社グループ会社の取締役等の職務の執行に係
る事項の当社への報告に関する体制
イ．グループ各社は、「関係会社等管理規程」の

報告事項に定めた決算書、経営計画書、月
次決算書、その他必要と認めた書類につい
て定期的に当社へ報告を行う。

ロ．当社は、グループ各社の社長が出席して財
務状況及び経営計画の進捗を報告し、経営
上の重要事項を議論する会合を定期的に開
催するとともに、グループ各社において重
要な事象が発生した場合には、グループ各
社の社長は、当該事象について当社社長及
び関係取締役に報告を行う。

⑦当社監査等委員会の職務を補助すべき取締役及
び従業員に関する事項
当社は、監査等委員会の職務を補助する専属

の部署（以下「監査等委員会担当部署」とい
う。）を設置する。また、当社は、監査等委員会
がその職務を補助すべき取締役を必要とすると
きは、当該取締役に申し出ることとし、さらに、
そのほかに補助者を必要とするときは、補助者
となるべき従業員の所属する部署の担当取締役
にその旨を連絡し、当該取締役は速やかに必要
な措置を講じる。

⑧前項の取締役及び従業員の当社取締役（監査等
委員である取締役を除く。）からの独立性に関す
る事項
当社は、監査等委員会担当部署に所属の従業

員及び前項により職務を補助することとなった
従業員の人事異動・人事評価・懲戒処分等につ
いて監査等委員会の事前の同意を必要とする。
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⑨第７項の取締役及び従業員に対する指示の実効
性の確保に関する事項
監査等委員会担当部署に所属の従業員及び第

７項により職務を補助することとなった取締役
及び従業員は、その職務を補助する限りにおい
て監査等委員会又は監査等委員の指揮命令に従
わなければならない。
⑩当社の取締役（監査等委員である取締役を除
く。）及び従業員並びにグループ会社の取締役、
監査役及び従業員又はこれらの者から報告を受
けた者が当社監査等委員会に報告をするための
体制
イ．当社は、監査等委員会と協議のうえ、取締役

及び従業員が監査等委員会に報告すべき事
項を「取締役会規程」で定める。なお、取
締役は、その定められた事項について監査
等委員会に報告するとともに、その他、当
社又はグループ各社の業務又は業績に影響
を与える重要な事項について監査等委員会
に都度報告する。

ロ．当社の取締役及び従業員並びにグループ各社
の取締役、監査役及び従業員は、当社の監
査等委員会からその職務の執行に資する情
報について報告を求められたときは、速や
かに適切な報告を行う。

⑪前項の報告をした者が当該報告をしたことを理
由として不利な取扱いを受けないことを確保す
るための体制
当社は、当社監査等委員会への報告を行った

前項の者に対し、当該報告をしたことを理由と
して不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨
を当社の取締役及び従業員に、並びにグループ
各社の取締役、監査役及び従業員に周知徹底す
る。

⑫当社監査等委員の職務の執行について生ずる費
用等の処理にかかる方針に関する事項
監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職

務の執行に関するものに限る。）について生ずる
費用の前払い又は償還の手続き、その他の当該
職務の執行について生ずる費用又は債務につい
ては、当社が監査等委員会の職務の執行に必要
でないと証明をした場合を除き、処理するもの
とする。

⑬その他当社監査等委員会の監査が実効的に行わ
れることを確保するための体制
イ．当社は、監査等委員会に対し、重要な決裁書

類を供覧し、監査等委員会がいつでも経営
情報をはじめとする各種の情報を取得でき
る体制をとる。

ロ．当社は、監査等委員会及び監査等委員が、取
締役又は会計監査人との間で、意見及び情
報の交換を行う場を提供する。

⑭反社会的勢力との関係を遮断するための体制
イ．当社は、「八洲グループ行動規範」に基づき、

グループ各社とともに、反社会的勢力との
関係遮断を遂行するための体制をとる。ま
た、取引先については、取引開始時及び必
要の都度、反社会的勢力でないことを確認
する。

ロ．当社は、グループ各社とともに、反社会的勢
力には毅然とした対応をするが、反社会的
勢力又は反社会的勢力の疑いがある者との
接触が生じた場合には、速やかに警察当局
及び顧問弁護士等に通報・相談して、社会
的非難を受けることがないように適切に対
応する。
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（２）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
①当社及びグループ会社の取締役・従業員の職務
の執行が法令及び定款に適合することを確保す
るための体制
イ．当社及びグループ各社の取締役（当社の上

席執行役員を含む。以下同じ。）及び従業員
（執行役員を含む。以下同じ。）は、業務遂
行にあたり社会的責任を深く自覚し、関係
法令・定款・会社規程を遵守するとともに、
社会倫理に適合した行動をすべく「八洲グ
ループ行動規範」を定め、社内イントラネ
ットに掲載しているほか、コンプライアン
スに関する小冊子を作成して取締役・従業
員全員に配布することにより、コンプライ
アンス意識の啓発に努めております。

ロ．当社の業務執行取締役及び社外取締役３名
並びに主要グループ会社社長をメンバーと
するサステナビリティ委員会(委員長:当社代
表取締役社長)を半期に１回開催し、当社及
びグループ会社のコンプライアンス活動の
進捗状況を確認・審議し、コンプライアン
ス諸施策の向上を期しております。

ハ．内部通報制度については、「内部通報規程」
に基づき、グループ会社を含めた社内通報
窓口（当社監査等委員会を含む。）と社外通
報窓口(指定弁護士事務所)を設置し、通報者
が利用しやすい環境を整え、通報案件に適
切に対応するとともに、通報者の保護にも
特段の配慮をしております。

ニ．コンプライアンス推進年度計画に基づき、
年間教育スケジュールを定め、全従業員を
対象とした教育研修を実施しており、今後
も継続していく考えです。

ホ．監査グループが、年間監査計画に基づき、
当社及びグループ会社を対象に法令・定
款・会社規程等の遵守状況を監査しており、
その監査結果に基づく改善措置等のフォロ
ーアップを実施することで、業務改善の実
効性確保に注力しております。

②当社取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び
管理に関する体制
取締役会、経営会議等取締役が出席した重要会

議に関する資料及び議事録、取締役が職務執行に
関して決裁した稟議書等の各種文書について、
「文書管理規程」に基づき、法務ユニットにて安
全かつ適切に保存・管理しております。

③当社及びグループ会社の損失の危険の管理に関す
る規程その他の体制
イ．リスク管理を適切に行うため、「リスク管理

規程」及び「危機管理細則」を制定し、半期
ごとに開催するサステナビリティ委員会(委
員長：当社代表取締役社長)にて、対応すべ
きリスクの抽出、対策、効果の確認を検証し
ております。

ロ．BCP(事業継続計画)の効果的運用を図るた
め、定期的な点検・見直し及び教育・訓練を
毎年実施しております。

④当社及びグループ会社の取締役等の職務の執行が
効率的に行われることを確保するための体制
イ．当社及びグループ各社は、それぞれ定例取締

役会を原則月1回開催するほか、必要に応じ
て臨時取締役会を開催し、業務執行に関する
重要事項を審議・決定するとともに、各取締
役の定期的な業務執行状況の報告等を通じ
て、相互に取締役の職務執行を監督しており
ます。

ロ．「Happiness2028中期経営計画」（2026年
度〜2028年度）を策定し、重点施策・組織
体制を定め、推進しております。
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⑤当社グループ会社における業務の適正を確保する
ための体制
当社からグループ各社に対し取締役・監査役を

派遣し、適正な業務執行を監督するとともに、当
社監査等委員会事務局による内部監査の実施、グ
ループ戦略会議等グループ会社との定例会議の開
催、当社主催のコンプライアンス教育・研修会開
催等を実施しております。

⑥当社グループ会社の取締役等の職務の執行に係る
事項の当社への報告に関する体制
イ．当社取締役会や経営会議及びグループ戦略会

議等グループ会社との定例会議等にて定期的
に各グループ会社から報告を受けておりま
す。

ロ．グループ各社でのその他重要事項があった場
合は、当該グループ会社社長が当社代表取締
役並びに関係取締役へ都度報告しておりま
す。

⑦当社監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び
従業員に関する事項
当社監査等委員会から、その職務を補助すべき

取締役が必要との要請を受けていないため、当該
取締役は設置しておりません。また、監査等委員
会の職務を補助すべき専属部署として、監査等委
員会の直轄下に監査等委員会事務局を設置した体
制を整えております。

⑧前項の取締役及び従業員の当社取締役（監査等委
員である取締役を除く。）からの独立性に関する
事項
前項の取締役は、該当事項がありません。ま

た、前項の従業員は、監査等委員会の指示命令で
職務を行っており、当該従業員の異動・評価につ
いては、監査等委員会に意見聴取し、事前の同意
を得ております。なお、懲戒処分事案はありませ
んでした。

⑨第７項の当該従業員に対する指示の実効性の確保
に関する事項
監査等委員である取締役の執務場所と同じ職場

に常駐し、監査等委員会又は監査等委員の指示命
令に従い、職務を行っております。また、監査等
委員会が監査等委員会事務局に所属する従業員以
外の従業員の補助が必要であると判断した際に
は、監査等委員会が都度当該従業員の所属する部
署の担当取締役に要請し、当該取締役は速やかに
当該従業員に対して監査等委員会の職務を補助す
べき旨を指示しております。

⑩当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）
及び従業員並びにグループ会社の取締役、監査役
及び従業員又はこれらの者から報告を受けた者が
当社監査等委員会に報告をするための体制
当社取締役会にて「取締役会規程」に則り、毎

月所定事項を報告しているとともに、監査等委員
会からその職務の執行に係る報告を求められた場
合は、関係部門より随時報告しております。

⑪前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由
として不利な取扱いを受けないことを確保するた
めの体制
当社は、グループ会社も含めた取締役、従業員

及びグループ会社監査役に対し、当社監査等委員
会に報告を行ったことにより、不利な取扱いを行
うことを禁止しており、万が一そのような事象が
発見された場合は、直ちにその行為を中止させる
とともに、不当行為当事者へは、就業規則に従い
懲戒処分することとしています。

⑫当社監査等委員会及び監査等委員の職務の執行に
ついて生ずる費用等の処理にかかる方針に関する
事項
監査等委員からの職務執行（監査等委員会の職

務の執行に関するものに限る。）に係る費用請求
については、毎年一定額の予算を計上しており、
監査等委員からの職務の執行について生ずる費用
の請求については、当社が監査等委員会の職務の
執行に必要ではないと証明した場合を除き、適切
なものと判断して処理しております。
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⑬その他当社監査等委員会の監査が実効的に行われ
ることを確保するための体制
イ．監査等委員会が十分な監査を実施しうる環境

を整えるために、業務執行に係る重要書類を
選定監査等委員が常に閲覧できる体制を整え
ております。

ロ．監査等委員は取締役会に出席するほか、監査
等委員である社外取締役３名がサステナビリ
ティ委員会に出席し、また、その他の重要な
会議等の審議状況・結果等については、業務
執行取締役等出席者から必要な情報を受けて
おります。

ハ．監査等委員会及び監査等委員は、代表取締
役、関係業務執行取締役又は会計監査人と定
期的な情報交換を行い、取締役の職務執行の
監査及び内部統制の状況について確認をして
おります。

⑭反社会的勢力との関係を遮断するための体制
当社及びグループ各社は、「八洲グループ行動

規範」に基づき、反社会的勢力とは一切の関係を
持たない体制をとっておりますが、反社会的勢力
との接触が生じた場合は、直ちに所轄の警察署の
指導、顧問弁護士への相談、コンサルティング会
社の助言等を受け、毅然たる態度で要求を拒否す
ることとしております。なお、今年度において
は、該当事案は発生しておりません。

（３）剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、株主の皆様に対する利益還元と内部留保の充実を総合的に勘案し、収益性、成長性、安全性、企業

体質の強化を考慮しつつ、安定的な配当の継続維持を目指してまいります。
この基本方針に基づき、当期の期末配当金につきましては、2026年５月15日開催の取締役会の決議によ

り、普通配当43円に創立80周年記念配当2円を加え、１株当たり45円と決定させていただきました。
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連結計算書類
連結貸借対照表（2026年３月31日現在） （単位：百万円）

科 目 当連結会計年度 （ご参考）
前連結会計年度 科 目 当連結会計年度 （ご参考）

前連結会計年度
（資産の部） （負債の部）
流動資産 57,224 51,370 流動負債 35,926 32,760
現金及び預金 17,447 15,452 支払手形及び買掛金 22,124 22,341
受取手形、売掛金及び契約資産 25,111 25,087 短期借入金 700 690
電子記録債権 3,489 4,143 未払金 5,280 4,148
商品 5,420 2,677 未払法人税等 1,659 1,437
原材料 77 86 契約負債 4,044 2,150
未成工事支出金 125 528 賞与引当金 1,363 1,108
仕掛品 562 467 その他 754 884
未収入金 4,261 2,590 固定負債 602 551
その他 733 341 長期借入金 − 50
貸倒引当金 △4 △4 繰延税金負債 89 13

固定資産 15,647 12,771 退職給付に係る負債 217 384
有形固定資産 6,589 6,821 資産除去債務 65 64
建物 3,628 3,831 その他 230 38
機械装置及び運搬具 244 287 負債合計 36,528 33,311
工具、器具及び備品 239 232
土地 2,470 2,470 （純資産の部）
その他 7 − 株主資本 34,655 29,912

無形固定資産 2,564 2,006 資本金 1,585 1,585
ソフトウエア 2,190 150 資本剰余金 1,322 1,096
ソフトウエア仮勘定 19 1,429 利益剰余金 32,106 27,725
のれん 346 419 自己株式 △358 △495
その他 7 7 その他の包括利益累計額 1,439 701

投資その他の資産 6,493 3,943 その他有価証券評価差額金 1,224 802
投資有価証券 4,081 3,353 退職給付に係る調整累計額 214 △101
繰延税金資産 168 179 非 支 配 株 主 持 分 248 216
退職給付に係る資産 306 −
長期預金 1,500 −
その他 437 410 純資産合計 36,342 30,830

資産合計 72,871 64,141 負債純資産合計 72,871 64,141
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連結損益計算書（2025年４月１日から2026年３月31日まで） （単位：百万円）

科 目 当連結会計年度 （ご参考）
前連結会計年度

売上高
商品売上高 55,089 47,565
工事売上高 19,479 74,569 18,509 66,075

売上原価
商品売上原価 41,565 36,547
工事売上原価 14,850 56,415 14,837 51,384

売上総利益
商品売上総利益 13,524 11,018
工事売上総利益 4,629 18,153 3,672 14,690

販売費及び一般管理費 10,864 9,437
営業利益 7,289 5,253

営業外収益
受取利息 27 18
受取配当金 43 38
仕入割引 0 1
業務受託料 15 10
その他 68 155 55 124

営業外費用
支払利息 6 4
その他 1 7 0 4
経常利益 7,437 5,373

特別利益
固定資産売却益 2 312
投資有価証券売却益 5 35
匿名組合投資利益 − 150
会員権売却益 0 7 − 498

特別損失
固定資産除却損 21 5
退職給付制度移行損 − 49
事務所移転費用 6 21
その他 0 27 − 76
税金等調整前当期純利益 7,416 5,795

法人税、住民税及び事業税 2,482 1,942
法人税等調整額 △248 2,234 △181 1,760
当期純利益 5,182 4,034

非支配株主に帰属する当期純利益 36 23
親会社株主に帰属する当期純利益 5,145 4,011
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連結株主資本等変動計算書（2025年４月１日から2026年３月31日まで） （単位：百万円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当 期 首 残 高 1,585 1,096 27,725 △495 29,912
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △765 △765
親会社株主に帰属する当期純利益 5,145 5,145
自 己 株 式 の 取 得 △0 △0
自 己 株 式 の 処 分 226 136 362
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （純 額）

当 期 変 動 額 合 計 − 226 4,380 136 4,742
当 期 末 残 高 1,585 1,322 32,106 △358 34,655

（単位：百万円）

その他の包括利益累計額
非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
退職給付に係る
調整累計額

その他の包括利益
累計額合計

当 期 首 残 高 802 △101 701 216 30,830
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △765
親会社株主に帰属する当期純利益 5,145
自 己 株 式 の 取 得 △0
自 己 株 式 の 処 分 362
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （純 額） 422 315 738 31 769

当 期 変 動 額 合 計 422 315 738 31 5,512
当 期 末 残 高 1,224 214 1,439 248 36,342
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連 結 注 記 表

（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）
１．連結の範囲に関する事項
（１）連結子会社の数及び連結子会社の名称

連結子会社の数 ８社
連結子会社の名称
八洲ファシリティサービス㈱、八洲産機システム㈱、八洲制御システム㈱、
八洲ＥＩテクノロジー㈱、㈱中国パワーシステム、㈱西日本パワーシステム、
八洲プラント建設㈱、東京キデン㈱
なお、八洲ＥＩテクノロジー㈱は2026年４月１日付で八洲冷熱㈱に商号変更しております。

（２）非連結子会社の名称等
該当事項はありません。

（３）議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等を子会社としなかった会社等の名称等
該当事項はありません。

（４）支配が一時的であることと認められること等により、連結の範囲から除かれた子会社の財産又は損益に関
する事項
該当事項はありません。

（５）開示対象特別連結子会社に関する事項
該当事項はありません。

２．持分法の適用に関する事項
（１）持分法を適用した非連結子会社又は関連会社の数及び主要な会社等の名称

該当事項はありません。
（２）持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社の名称等

該当事項はありません。
（３）議決権の100分の20以上、100分の50以下を自己の計算において所有している会社等のうち関連会社と

しなかった会社等の名称等
該当事項はありません。

（４）持分法の適用の手続について特に記載すべき事項
該当事項はありません。
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３．会計方針に関する事項
（１）重要な資産の評価基準及び評価方法
①有価証券の評価基準及び評価方法
イ．満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）
ロ．その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等
移動平均法による原価法

②棚卸資産の評価基準及び評価方法
通常の販売目的で保有する棚卸資産
評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

イ．商品
先入先出法

ロ．原材料
最終仕入原価法

ハ．未成工事支出金
個別法

ニ．仕掛品
個別法

（２）重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産

定率法によっております。
なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。ただし、1998年

４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備
及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、３年間均等償却によっておりま

す。
②無形固定資産

定額法によっております。
なお、ソフトウエア（自社利用）については、主として社内における利用可能期間（５年）に基づく定額

法によっております。
③長期前払費用

均等償却によっております。
なお、主な償却期間は５年です。
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（３）重要な引当金の計上基準
①貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

②賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

（４）その他連結計算書類の作成のための重要な事項
①退職給付に係る会計処理の方法
・退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につい
ては、給付算定式基準によっております。

・数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異については、発生した連結会計年度の翌連結会計年度に一括償却処理をしております。

②のれんの償却方法及び償却期間
６年間で均等償却しております。

③収益及び費用の計上基準
主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の

時点）は以下のとおりであります。
商品及び製品の販売については、顧客に商品及び製品それぞれを引き渡した時点又は顧客が検収した時点

で収益を認識しております。ただし、当該国内販売の一部については、出荷時から当該商品及び製品の支配
が顧客に移転されるまでの期間が通常の期間である場合には、出荷時点で収益を認識しております。これら
は、当該時点が商品及び製品の法的所有権、物理的占有、所有に伴う重大なリスク及び経済価値が顧客に移
転し、顧客から取引対価の支払いを受ける権利を得ていると判断できるためであります。なお、商品の販売
のうち、当社及び連結子会社が代理人に該当すると判断したものについては、他の当事者が提供する商品と
交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識しております。取引の対
価は、履行義務を充足してから主として１年以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりません。
工事契約については、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度

に基づき収益を認識しております。進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想
される工事原価の総額に占める割合に基づいて行っております。なお、契約における取引開始日から完全に
履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約については代替的な取扱いを適用し、
一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。取引の対
価は、履行義務を充足してから主として１年以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりません。

④グループ通算制度の適用
当社及び一部連結子会社はグループ通算制度を適用しております。
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（会計上の見積りに関する注記）
１．のれん
（１）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

のれん 346百万円

（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
のれんは、東京キデン株式会社の株式を過年度に取得した際に計上したものであります。のれんについて

は、減損の兆候の有無を検討し、兆候を識別した場合、のれんの残存償却期間に対応する期間における割引
前将来キャッシュ・フローを事業計画に基づいて算定し、帳簿価額と比較して減損損失の認識の要否を判定
しております。必要と判断した場合には、当該のれんについて回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損
損失として認識することとしております。
当連結会計年度における東京キデン株式会社の業績は、株式取得時の事業計画を実績が下回っていること

から、減損の兆候が認められると判断しましたが、割引前将来キャッシュ・フローの見積り総額がのれんを
含む資産グループの帳簿価額を上回っていることから、減損損失の認識は不要と判断しております。
当該将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる事業計画は、過年度の売上実績を基礎として受注残高

及び受注見込みを加味して策定されており、主要な仮定である受注見込みについては不確実性が高く、経営
者による判断を伴います。将来の市場環境の変化等により、これらの見積りにおいて用いた主要な仮定に変
更が生じた場合、翌連結会計年度の連結計算書類におけるのれんの金額に重要な影響を与える可能性があり
ます。
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2．貸倒引当金
（１）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

貸倒引当金 4百万円
貸倒引当金繰入額 0百万円

（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
貸倒引当金は、一般債権については貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。また、売上債権の区分においては、販売先
の財務指標等の定量的な要因に加えて、地域性や業界動向等の定性的な要因に関連する情報も考慮しており
ます。
また、貸倒懸念債権等特定の債権に関する回収可能性の評価については、販売先の財政状態や経営成績、

債務の弁済状況等を考慮して行うものであり、経営者による判断を伴います。
貸倒引当金の計上に関しては、一般債権については貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しておりますが、景気の動向等によって
は、貸倒引当金の積み増しを要する事態が生じ、当社グループの財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼ
す可能性があります。

（連結貸借対照表に関する注記）
１．担保資産及び担保付債務
（１）担保資産

建物 2,134百万円
土地 29百万円
合計 2,164百万円

（２）担保付債務
買掛金 1,250百万円

２．資産から直接控除した減価償却累計額 4,973百万円
３．包括代理受注契約に基づく取引残高

未収入金 4,185百万円
未払金 4,523百万円
包括代理受注契約とは、請負者の代理人として契約する取引であります。
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（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
１．発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末
普通株式 21,782,500株 −株 −株 21,782,500株

２．配当に関する事項
（１）配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

2025年５月15日
取締役会 普通株式 765 36.00 2025年３月31日 2025年６月５日

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の
総額
(百万円)

１株当たり
配当額
(円)

基準日 効力発生日

2026年５月15日
取締役会 普通株式 利益剰余金 963 45.00 2026年３月31日 2026年６月４日

（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については、預金や格付の高い債券等に限定し、また、資金調達については銀
行借入による方針です。

（２）金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形、売掛金、電子記録債権、未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。

また、外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、金額が僅少であります。有価証券
及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び取引企業との業務に関連する株式であり、市場価格の変
動リスクに晒されております。長期預金は、期限前特約付預金（コーラブル預金）であります。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払金は、そのほとんどが１年以内の支払期日です。また、外貨建

ての営業債務は、為替の変動リスクに晒されておりますが、金額が僅少であります。借入金のうち、短期借
入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は設備投資に必要な資金の調達を目的としたもので
あります。
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（３）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、与信管理規程に従い、調査部門が各得意先の信用状態に関する資料を集中管理し、取引上の参考
に資するとともに必要事項を関係部署に伝達することにより、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握
や軽減を行っております。連結子会社についても、当社の与信管理規程に準じて、同様の管理を行っており
ます。
満期保有目的の債券は、格付の高い債券のみを対象としているため、信用リスクは僅少であります。

②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
当社は、有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把

握し、また、満期保有目的の債券以外のものについては、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的
に見直しております。

③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、各部署からの報告に基づき財務部門が適時に資金繰計画を作成・更新することにより、流動性リ

スクを管理しております。
（４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することによ
り、当該価額が変動することもあります。

（５）信用リスクの集中
該当事項はありません。

２．金融商品の時価等に関する事項
2026年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。な

お、市場価格のない株式等は、次表には含まれていません（(注２)を参照ください）。
（単位：百万円)

連結貸借対照表
計上額 時価 差額

(１)有価証券及び投資有価証券
①満期保有目的の債券 200 200 −
②その他有価証券 3,881 3,881 −

(２)長期預金 1,500 1,473 △26
資産計 5,581 5,554 △26

（注）「現金及び預金」「受取手形」「売掛金」「電子記録債権」「未収入金」「支払手形及び買掛金」「短期借入金」
「未払金」「未払法人税等」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に
近似するものであることから、注記を省略しております。
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（注１） 有価証券に関する事項
(１)有価証券及び投資有価証券

保有目的ごとの有価証券に関する注記事項は以下のとおりであります。
① 満期保有目的の債券における種類ごとの連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次の
とおりであります。なお、当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券はありません。

(単位：百万円）

区分 連結貸借対照表
計上額 時価 差額

時価が連結貸借対照表計上額を
超えないもの
社債 200 200 −

合計 200 200 −
② その他有価証券の当連結会計年度の売却額は6百万円であり、売却益の合計額は5百万円であり
ます。また、その他有価証券において、種類ごとの取得原価又は償却原価、連結貸借対照表計上額
及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位：百万円）

種類 連結貸借対照表
計上額 取得原価 差額

連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの
株式 2,408 565 1,843

小計 2,408 565 1,843
連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの
株式 0 0 −
債券 1,472 1,492 △20

小計 1,472 1,492 △20
合計 3,881 2,058 1,823
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（注２）市場価格のない株式等
(単位：百万円)

区分 連結貸借対照表計上額
非上場株式 0

これらについては、「②その他有価証券」には含めておりません。

（注３） 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
(単位：百万円)

１年以内 １年超
５年内 ５年超

現金及び預金 17,447 − −
受取手形 17 − −
売掛金 21,526 − −
電子記録債権 3,489 − −
未収入金 4,261 − −
有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券（社債） − 100 100
長期預金 − 1,500 −

合計 46,741 1,600 100

（注４） 長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
(単位：百万円)

１年以内

短期借入金 700
（注）その他の有利子負債の長期預り保証金については、取引先と当社との間で債権等の弁済を担保す

るため返済期限が定まっておりません。
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３．金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル

に分類しております。
レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時

価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ

属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(１)時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産

（単位：百万円)

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
(１)有価証券及び投資有価証券

その他有価証券
株式 2,408 − − 2,408
社債 − 1,472 − 1,472

資産計 2,408 1,472 − 3,881
(２)時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

（単位：百万円)

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
(１)有価証券及び投資有価証券

満期保有目的の債券 − 200 − 200
(２)長期預金 − 1,473 − 1,473

資産計 − 1,673 − 1,673
（注） 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

有価証券及び投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価

をレベル１の時価に分類しております。一方で、当社が保有している社債は、市場での取引頻度が低く、活
発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル２の時価に分類しております。
長期預金
長期預金の時価は取引金融機関から提示された価格によっており、レベル２の時価に分類しております。
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（賃貸等不動産に関する注記）
賃貸等不動産の金額的重要性が低いため、記載を省略しております。

（収益認識に関する注記）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：百万円）
報告セグメント

合計プラント
事業

公共・設備
事業 交通事業 計

商品売上高 20,445 21,942 12,701 55,089 55,089

工事売上高 5,895 10,195 3,388 19,479 19,479

顧客との契約から生じる収益 26,341 32,137 16,089 74,569 74,569

外部顧客への売上高 26,341 32,137 16,089 74,569 74,569

２．収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「３．会計方針に関する事項（４）その他連結計算書類の作成の

ための重要な事項③収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
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３．当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報
(１)契約資産及び契約負債の残高等

（単位：百万円）

当連結会計年度

期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権 25,342 25,033

契約資産 3,888 3,566

契約負債 2,150 4,044
契約資産は、工事契約について、期末日時点で完了しているが未請求の履行義務に係る対価に対する当社及

び連結子会社の権利に関するものであります。契約資産は、対価に対する当社及び連結子会社の権利が無条件
になった時点で顧客との契約から生じた債権に振替えられます。当該履行義務に対する対価は、主として１年
以内に受領しております。
契約負債は、顧客から受け取った分の前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り

崩されます。
当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、1,729百万円で

あります。
過去の期間に部分的に充足した履行義務に関して、当連結会計年度に認識された収益の額に重要性はありま

せん。

(２)残存履行義務に配分した取引価格
残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであります。

（単位：百万円）
当連結会計年度

１年以内 49,941
１年超 28,694

合計 78,635

（１株当たり情報に関する注記）
１．１株当たり純資産額 1,686円00銭
２．１株当たり当期純利益 241円62銭
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計算書類
貸借対照表（2026年３月31日現在） （単位：百万円）

科 目 当事業年度 （ご参考）
前事業年度 科 目 当事業年度 （ご参考）

前事業年度
（資産の部） （負債の部）
流動資産 38,986 36,153 流動負債 25,055 23,914
現金及び預金 12,853 11,162 買掛金 17,264 16,179
受取手形、売掛金及び契約資産 17,623 19,336 短期借入金 680 680
電子記録債権 1,298 1,554 未払金 2,345 3,164
商品 4,560 1,784 未払費用 137 109
未成工事支出金 88 174 未払法人税等 907 1,113
前渡金 352 294 契約負債 2,823 1,580
未収入金 1,539 860 預り金 117 73
関係会社短期貸付金 380 830 前受収益 8 8
前払費用 174 151 賞与引当金 771 609
その他 118 7 その他 − 395
貸倒引当金 △2 △2 固定負債 336 253

固定資産 14,802 12,459 退職給付引当金 109 64
有形固定資産 2,567 2,719 繰延税金負債 160 123
建物 2,282 2,409 資産除去債務 59 59
工具、器具及び備品 143 163 その他 6 6
土地 140 140 負債合計 25,391 24,167
その他 0 5 （純資産の部）

無形固定資産 2,124 1,522 株主資本 27,266 23,704
ソフトウエア 2,121 92 資本金 1,585 1,585
ソフトウエア仮勘定 − 1,427 資本剰余金 1,308 1,082
その他 2 2 資本準備金 1,037 1,037

投資その他の資産 10,110 8,217 その他資本剰余金 271 45
投資有価証券 3,454 2,882 利益剰余金 24,730 21,531
関係会社株式 3,822 3,837 利益準備金 203 203
関係会社長期貸付金 965 1,065 その他利益剰余金 24,527 21,328
前払年金費用 23 105 固定資産圧縮積立金 389 399
長期預金 1,500 − 別途積立金 4,834 4,834
その他 344 327 繰越利益剰余金 19,303 16,094

自己株式 △358 △495
評価・換算差額等 1,131 740
その他有価証券評価差額金 1,131 740

純資産合計 28,397 24,445
資産合計 53,789 48,612 負債純資産合計 53,789 48,612
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損益計算書 （2025年４月１日から2026年３月31日まで） （単位：百万円）

科 目 当事業年度 （ご参考）
前事業年度

売上高
商品売上高 37,566 31,985
工事売上高 13,293 50,860 14,115 46,101

売上原価
商品売上原価 28,861 24,987
工事売上原価 10,907 39,768 11,858 36,845

売上総利益
商品売上総利益 8,704 6,998
工事売上総利益 2,386 11,091 2,257 9,256

販売費及び一般管理費 6,451 5,765
営業利益 4,639 3,490

営業外収益
受取利息 32 27
受取配当金 617 589
仕入割引 − 0
業務受託料 15 10
その他 22 688 23 653

営業外費用
支払利息 6 3
為替差損 0 0
その他 0 6 0 3
経常利益 5,321 4,139

特別利益
固定資産売却益 − 306
投資有価証券売却益 5 35
抱合せ株式消滅差益 34 −
会員権売却益 0 39 − 341

特別損失
固定資産除却損 14 4
退職給付制度移行損 − 42
事務所移転費用 − 20
その他 0 14 − 67
税引前当期純利益 5,346 4,414

法人税、住民税及び事業税 1,521 1,355
法人税等調整額 △140 1,381 △173 1,181
当期純利益 3,965 3,233
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株主資本等変動計算書（2025年４月１日から2026年３月31日まで） （単位：百万円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 その他
資本剰余金 資本剰余金合計 利益

準備金
その他利益剰余金

利益剰余金合計固定資産
圧縮積立金

別途
積立金 繰越利益剰余金

当 期 首 残 高 1,585 1,037 45 1,082 203 399 4,834 16,094 21,531
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △765 △765
当 期 純 利 益 3,965 3,965
自 己 株 式 の 取 得
自 己 株 式 の 処 分 226 226
固定資産圧縮積立金の取崩 △9 9 −
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額）

当 期 変 動 額 合 計 − − 226 226 − △9 − 3,209 3,199
当 期 末 残 高 1,585 1,037 271 1,308 203 389 4,834 19,303 24,730

（単位：百万円）

株主資本 評価・換算差額等
純資産合計

自己株式 株主資本合計 その他有価証券
評 価 差 額 金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 △495 23,704 740 740 24,445
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △765 △765
当 期 純 利 益 3,965 3,965
自 己 株 式 の 取 得 △0 △0 △0
自 己 株 式 の 処 分 136 362 362
固定資産圧縮積立金の取崩 − −
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額） 390 390 390

当 期 変 動 額 合 計 136 3,562 390 390 3,952
当 期 末 残 高 △358 27,266 1,131 1,131 28,397
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個 別 注 記 表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．資産の評価基準及び評価方法
（１）有価証券の評価基準及び評価方法

①子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法

②その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等
移動平均法による原価法

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
通常の販売目的で保有する棚卸資産
評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

①商品
先入先出法

②未成工事支出金
個別法

２．固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産

定率法によっております。
なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。ただし、1998年

４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備
及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、３年間均等償却によっておりま

す。
（２）無形固定資産

定額法によっております。
なお、ソフトウエア（自社利用）については、主として社内における利用可能期間（５年）に基づく定額

法によっております。
（３）長期前払費用

均等償却によっております。
なお、主な償却期間は５年です。
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３．引当金の計上基準
（１）貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

（２）賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

（３）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上

しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について

は、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異については、発生した事業年度の翌事業年度に一括償却処理をしております。

４．収益及び費用の計上基準
主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の

時点）は以下のとおりであります。
商品の販売については、顧客に商品を引き渡した時点又は顧客が検収した時点で収益を認識しておりま

す。ただし、当該国内販売の一部については、出荷時から当該商品の支配が顧客に移転されるまでの期間が
通常の期間である場合には、出荷時点で収益を認識しております。これらは、当該時点が商品の法的所有
権、物理的占有、所有に伴う重大なリスク及び経済価値が顧客に移転し、顧客から取引対価の支払いを受け
る権利を得ていると判断できるためであります。なお、商品の販売のうち、当社が代理人に該当すると判断
したものについては、他の当事者が提供する商品と交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除
した純額を収益として認識しております。取引の対価は、履行義務を充足してから主として１年以内に受領
しており、重大な金融要素は含んでおりません。
工事契約については、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度

に基づき収益を認識しております。進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想
される工事原価の総額に占める割合に基づいて行っております。なお、契約における取引開始日から完全に
履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約については代替的な取扱いを適用し、
一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。取引の対
価は、履行義務を充足してから主として１年以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりません。
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５．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
（１）退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結計算書類における会計処理の方法と異
なっております。

（２）グループ通算制度の適用
当社はグループ通算制度を適用しております。

（会計上の見積りに関する注記）
１．貸倒引当金
（１）当事業年度の計算書類に計上した金額

貸倒引当金 2百万円
貸倒引当金繰入額 △0百万円

（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
「連結注記表（会計上の見積りに関する注記）１．貸倒引当金」に記載した内容と同一であります。

2026年05月18日 15時39分 $FOLDER; 64ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



64

（貸借対照表に関する注記）
１．担保資産及び担保付債務
（１）担保資産

建物 2,134百万円
土地 29百万円
合計 2,164百万円

（２）担保付債務
買掛金 1,250百万円

２．資産から直接控除した減価償却累計額 1,575百万円
３．偶発債務

関係会社の支払債務に対して債務保証を行っております。
八洲産機システム㈱ 4,069百万円

４．関係会社に対する金銭債権又は債務
短期金銭債権 525百万円
短期金銭債務 1,905百万円

５．包括代理受注契約に基づく取引残高
未収入金 1,098百万円
未払金 1,430百万円
包括代理受注契約とは、請負者の代理人として契約する取引であります。

（損益計算書に関する注記）
１．関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額

営業取引(収入分) 397 百万円
営業取引(支出分) 6,315 百万円
営業取引以外の取引(収入分) 604 百万円
営業取引以外の取引(支出分) −百万円

（株主資本等変動計算書に関する注記）
自己株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 516,276株 47株 142,080株 374,243株
（変動事由の概要）
単元未満株式の買取による増加 47株
第三者割当による自己株式の処分による減少 103,700株
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分による減少 38,380株
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（税効果会計に関する注記）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
未払事業税 52百万円
賞与引当金 243百万円
退職給付引当金 34百万円
未払費用 38百万円
譲渡制限付株式報酬 83百万円
その他 136百万円

繰延税金資産小計 589百万円
評価性引当額 △46百万円
繰延税金資産合計 543百万円
繰延税金負債
前払年金費用 △7百万円
資産除去債務に対応する除去費用 △13百万円
固定資産圧縮積立金 △179百万円
その他有価証券評価差額金 △504百万円

繰延税金負債合計 △704百万円
繰延税金資産純額 △160百万円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率 30.6％
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.0％
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △3.6％
税額控除 △2.1％
住民税均等割 0.2％
評価性引当額の増減 0.0％
その他 △0.4％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 25.8％
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３．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社はグループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関す

る取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこ
れらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

（関連当事者との取引に関する注記）

属性 名称
議決権の数 当社と

関連当事者
との関係

取引の内容 取引金額 科目 期末残高所有
割合

被所有
割合

連結子会社 八洲産機システム㈱ 100.0％ −％ 産機製品等の仕入
役員の兼任

仕入債務に対
する債務保証 4,069百万円 − −

産機製品の
仕入等
（注）３

3,407百万円 買掛金 1,123百万円

連結子会社 八洲制御システム㈱ 100.0％ −％ 電気機器等の仕入
役員の兼任

資金の貸付
（注）１

1,067百万円
（注）２

関係会社
短期貸付金 60百万円

関係会社
長期貸付金 725百万円

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．資金（貸付金及び借入金）について市場金利を勘案し利率を合理的に決定しております。

２．資金の貸付及び借入にかかる取引金額については、期中平均残高を記載しております。
３．産機製品の仕入等の取引条件は、独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。
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（収益認識に関する注記）
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「連結注記表（収益認識に関する注記）」

に記載した内容と同一であります。

（１株当たり情報に関する注記）
１．１株当たり純資産額 1,326円49銭
２．１株当たり当期純利益 186円19銭

（その他の注記）
該当事項はありません。

(注) 記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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監査報告書
連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2026年５月14日

八洲電機株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 田 辺 拓 央
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 大 関 信 敬

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、八洲電機株式会社の2025年４月１日から2026年

３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本
等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、八洲電機株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益
の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される
規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の
責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関
する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応
策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。
以 上
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会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2026年５月14日

八洲電機株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 田 辺 拓 央
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 大 関 信 敬

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、八洲電機株式会社の2025年４月１日から

2026年３月31日までの第82期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動
計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規
定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。
計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応
策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告書

監査報告書
当監査等委員会は、2025年4月1日から2026年3月31日までの第82期事業年度における取締役の職務の執行を監査い

たしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決

議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況につい
て定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施いたしました。

（１）監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部監査部門等と連携のうえ、重要な会議に出席
し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書
類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、
子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

（２）会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人
からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂
行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質
管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主

資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結
株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
（１）事業報告等の監査結果

一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
三 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関す

る事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人である有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
（３）連結計算書類の監査結果

会計監査人である有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年５月15日
八洲電機株式会社 監査等委員会
監査等委員 宮 直 仁 ㊞
監査等委員 山 内 豊 ㊞
監査等委員 岩 瀬 淳 一 ㊞

（注）監査等委員宮直仁、山内豊、岩瀬淳一は、会社法第2条第15号及び第331条第6項に規定する社外取締役でありま
す。

以 上
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おかげさまで八洲電機は、本年（令和8年）8月8日に創立80
周年を迎えます。

これもひとえに、株主の皆様をはじめ、お取引先様、地域社
会の皆様など、長年にわたりご支援いただいた多くのステー
クホルダーの皆様のお力添えの賜物であり、心より感謝申し
上げます。

この節目にあたり、ステークホルダーの皆様への感謝の意
を込めて、日本経済新聞に創立80周年を迎えることをお知らせする記念広告を掲出いたしました。

今後も新たな価値を創造し続けるエクセレントカンパニーとして「輝かしい未来」に向けてさらなる飛躍を目指し、持続
可能な社会の実現に向け、企業としての社会的責任を果たしてまいります。

ステークホルダーの皆様におかれましては、今後とも変わらぬご理解とご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

ステークホルダーの皆様に対し、当社が創立80周年を迎
えることを広くお知らせするため、本社所在地であり、通勤・
通学等で多くの方が利用される「JR新橋駅」に看板広告を掲
出しました｡また、新橋駅前にある「ニュー新橋ビル」にも新
たに看板広告を掲出しております。

お近くにお立ち寄りの際は、ぜひご覧ください！

2026年1月8日付 日本経済新聞 朝刊 全国版 5段（カラー）

JR新橋駅 ニュー新橋ビル

「八洲電機 創立80周年特設サイト」オープン！

�山手線（4番線 外回り）、京浜東北線（3番線 品川・横浜方面）から降車し、烏森口改札階に降りるエスカレーター正面JR新橋駅 掲出場所

創立80周年に関する様々な情報をお伝えする場として「八洲電機 創立
80周年特設サイト」を開設しました。

当社のこれまでの歩みを振り返る「HISTORY」や、八洲電機の各拠点の歴
史や魅力を紹介する「拠点リレーエッセイ」等のコンテンツを公開しており
ます。

今後も内容を随時更新してまいりますので、ぜひご覧ください！

「創立80周年記念広告」を掲出

JR新橋駅に「看板広告」を掲出！
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創立80周年事業における社会貢献活動及びサステナビリティ方針の一環
として、東京都と公益財団法人東京都農林水産振興財団が推進する森林整
備事業「企業の森」に賛同し、2026年2月5日に協定を締結しました。

協定を結んだ森林は東京都青梅市に位置し、森林名称を「八洲みらいの
森」と定めました。2026年4月に看板の設置を行い、6月には植樹会を実施
いたします。今後10年間、環境保全への貢献を推進してまいります。

当社は創立80周年を迎えるにあたり、周年事業の一環として地方自治体が推進する「ふるさと
納税事業」へ寄付を行いました。広島市、倉敷市、福岡市、大分市の4市を対象に、合計4,000万円の
寄付を行い、各自治体が取組む地域活性化や次世代へつながる街づくりの推進、また災害の復旧・
復興事業などに活用いただく予定です。

当社はこれからも、企業としての社会的責任を果たしながら、地域社会とともに歩み、次の100
年へ向けた価値創造に取組んでまいります。

創立80周年という節目の年を迎えるにあたり、当社は卓
球界を代表するアスリートである早田ひな選手とスポン
サー契約を締結しました。

4月より早田選手が着用する競技用ウェアに当社のロゴ
が掲出されます。世界の舞台で挑戦を続ける早田選手の活
躍を、当社は今後もより一層応援してまいります。

創立80周年という節目の年を迎えるにあたり、当社は明
るく誠実な人柄でファンを魅了する桑山紗月選手とスポン
サー契約を締結しました。

4月より桑山選手が着用する帽子とウェア右袖に当社のロ
ゴが掲出されます。今後さらなる飛躍が期待される桑山選手
の活躍を、当社は今後もより一層応援してまいります。

「八洲みらいの森」締結式

早田選手(日本生命所属)にご来社いただきました 桑山選手にご来社いただきました

企業の森「八洲みらいの森」協定を締結

企業版ふるさと納税の実施

卓球 早田ひな選手とスポンサー契約締結 ゴルフ 桑山紗月選手とスポンサー契約締結
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当社は、社員及びその家族の健康保持・増進を目的に、生活習慣病対策やメンタルヘルス対策等を柱とした「健康経営」に
取組んでおります。

2025年度は健康セミナーの開催や体力測定会、ウォーキングイベントの実施等、各種施策に取組みました。その結果、
経済産業省と日本健康会議が共同で選定する「健康経営優良法人2026」（大規模法人部門）に8年連続で認定されました。

また、積極的に健康づくりに取組む企業として、健康企業宣言東京推進協議会より「健康優良企業『金』」に7年連続、さら
に社員の健康増進に向けたスポーツ活動の促進に積極的に取組む企業として、スポーツ庁より「スポーツエールカンパ
ニー2026ブロンズ」に6年連続でそれぞれ認定されました。

当社は今後も、社員一人ひとりの健康意識を高める取組みを継続
し、心身ともに活力ある職場環境づくりを通じて「健康経営」を積極
的に推進してまいります。

当社はこれまで継続的なベースアップを実施し、処遇水準の向上に取組んでまいりました。2026年度は、創立80周年と
いう節目の年を迎えるにあたり、これまで当社の発展を支えてきた社員一人ひとりの努力と成果に報いるべく、例年の水
準を上回るベースアップを実施いたしました。引き続き、ウェルビーイング経営を軸に社員満足度の更なる向上を図って
まいります。また、お取引先様をはじめとするステークホルダーの皆様への価値提供を一層強化し、働きがいの向上を通じ
て八洲電機の持続的成長につなげていくことを目的として、ベースアップを含む給与水準の引き上げ及び初任給の改定を
行いました。これによりベースアップは13年連続の実施となりました。

さらに、業績の向上に貢献している当社及びグループ会社の社員への感謝の意を表すとともに、昨今の物価上昇が家計
に与える影響を踏まえ、2026年3月には一人当たり100,000円の特別一
時金を支給しました。加えて、この記念すべき年を機に、従業員一人ひと
りが当社グループの成長をより身近に感じ、中長期的な企業価値向上へ
の参画意識を高めることを目的として、従業員持株会に加入している当
社及び当社グループ会社の社員を対象に、普通株式100株（287,900円）
を付与いたしました。

当社は今後も、社員のモチベーションの向上及び働く環境の継続的な
改善を通じて、企業価値の更なる向上に努めてまいります。

『健康経営優良法人2026』（大規模法人部門）に8年連続認定されました！

従業員への還元強化に向けた取組み

75

2026年05月18日 15時39分 $FOLDER; 76ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



株主の皆様からのご支援に感謝し、投資魅力を高め、株式
を長期間保有していただくため、配当と株主優待制度を実
施しております。

● 権利確定日：毎年3月末
● 配当金額：1株当たり45円（第82期（2026年3月期）実績）

＜増配について＞
2026年3月期の期末配当につきましては、業績及び財務状況を総合的に勘案し、7円の増配に加え、創立80周年の記念配当として2円を実施し、

1株当たり45円といたしました。
また、2027年3月期の期末配当予想につきましては、普通配当43円から7円増額の50円とし、これに創立80周年記念配当6円を加え、合計56円

を予定しております。令和8年8月8日に迎える創立80周年という「8」が重なる特別な節目に際し、株主の皆様への感謝の思いを込め、記念配当は
二期間合計で「8円」といたします。（2026年3月期 2円、2027年3月期 6円）。

日頃より当社を支えてくださる株主の皆様に深く感謝申し上げるとともに、今後も持続的な成長と企業価値の向上に努めてまいります。

● 対象となる株主様：毎年9月末日現在の当社株主名簿
に記載又は記録された1単元（100
株）以上保有されている株主様

● 優待内容：■ 保有株式数と継続保有期間によって「全
国共通お食事券」を贈呈します。

■ 継続保有期間の9月末日及び3月末日
の株主名簿に、同一株主番号で、各保有
株式数区分以上の株式を保有している
ことが連続して記載又は記録されてい
ることを条件とします。

● 贈呈時期：11月下旬頃の発送を予定しております。

「全国共通お食事券」

保有株式数区分
継続保有期間※

1年未満 1年以上3年未満 3年以上

1,000株以上 6,000円分 8,000円分 10,000円分

200株以上
1,000株未満 3,000円分 4,000円分 5,000円分

100株以上
200株未満 1,000円分 1,500円分 2,000円分

※ 継続保有期間1年以上とは、同一株主番号で9月末日及び3月末日の株主名簿に各保有株式数区分以
上の株式を保有していることが連続して3回以上記載又は記録されていることとし、継続保有期間3
年以上とは、連続して7回以上記載又は記録されていることとします。

株
主
メ
モ

● 同連絡先 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
東京都府中市日鋼町1-1
電 話 0120-232-711（通話料無料）
郵送先 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第

29号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

（ご注意）
1．株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、

口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）で承ることとなって
おります。口座を開設されている証券会社等にお問合せください。株主
名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）ではお取扱いできませんのでご注意く
ださい。

2．特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、特別
口座の口座管理機関（三菱UFJ信託銀行）にお問合せください。なお、
三菱UFJ信託銀行全国各支店でもお取次ぎいたします。

● 上場取引所 東京証券取引所プライム市場
● 証券コード 3153
● 事業年度 4月1日から翌年3月31日まで
● 定時株主総会 毎年6月
● 基準日 3月31日及びあらかじめ公告する一定の日
● 公告方法 電子公告により行います。

公告掲載URL：https://www.yashimadenki.co.jp/
※ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公

告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲
載いたします。

● 1単元の株式数 100株
● 株主名簿管理人

特別口座の口座管理機関 三菱UFJ信託銀行株式会社

第82期
（2026年3月期）

第83期（予想）
（2027年3月期）

第80期
（2024年3月期）

第81期
（2025年3月期）

45円

28円
36円

増配
8円

56円

増配
3円

創立８０周年
記念配当２円

創立８０周年
記念配当6円

増配
7円増配

7円

株主還元（配当・優待）

配当について

株主優待制度について
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第82期定時株主総会会場ご案内図

東京都港区海岸一丁目７番１号

東京ポートシティ竹芝 オフィスタワー １階 ポートホール
会 場

交通機関のご案内

JR山手線・京浜東北線：浜松町駅 北⼝ 徒歩4分
ゆりかもめ：竹芝駅デッキ直通 徒歩2分
都営地下鉄浅草線・大江戸線：大門駅 B2出口 徒歩5分
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